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第１章 計画の基本的な考え方 

 
１ 計画の目的 

  「第 4次広島市男女共同参画基本計画」（以下「第 4次基本計画」という。）は、「広島市男女共同

参画推進条例」（以下「条例」という。）の基本理念に基づき、広島市の男女共同参画施策の総合的か

つ計画的な推進を図ることにより、性別による差別がなく、男女が対等のパートナーとして責任を分か

ち合い、個性や能力を十分に発揮できる社会を実現することを目的として策定するものです。 

 

基
本
理
念
（
条
例
抜
粋
） 

１ 男女の人権尊重 

２ 社会における制度又は慣行への男女共同参画の配慮 

３ 男女の政策又は方針の立案及び決定への共同参画 

４ 男女の家庭における生活と他の活動の両立 

５ 性と生殖に関する健康に関しての男女の人権尊重 

６ 国際社会の動向への留意 

 

２ 計画の位置付け 

  第 4次基本計画は、「男女共同参画社会基本法」第 14条第 3項に定める市町村男女共同参画計画及び

条例第 8条に基づく基本計画であり、「第 6次広島市基本計画」の部門計画として位置付けます。 

また、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」（以下「女性活躍推進法」という。）に

基づく市町村推進計画として位置付けるとともに、「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関

する法律」（以下「ＤＶ防止法」という。）及び「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律」（以

下「困難女性支援法」という。）に基づく市町村基本計画としても位置付けます。 
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３ 計画期間 

令和 8年度(2026年度)から令和 12年度(2030年度)までの 5年間を計画期間とします。 

 

４ 男女共同参画を取り巻く状況 

（1）社会情勢の変化 

少子高齢化による労働人口の減少と女性の就労を取り巻く状況 

少子高齢化により労働人口が減少する中、働くことを希望する女性が、その個性と能力を納得した上

で十分に発揮できる環境の整備が求められています。女性の就労について見ると、女性の労働力率が結

婚・出産期に当たる年代に一旦低下し、育児が落ち着いた時期に再び上昇する「Ｍ字カーブ」について

は解消傾向に向かいつつあります。しかし、その雇用形態を見ると、出産を契機に女性が非正規雇用化

する「Ｌ字カーブ」という問題があります。非正規雇用については、多様な働き方の選択肢の一つとし

ての積極的な意義もある一方、長期的なキャリア形成を通じた能力の発揮の阻害要因となるとともに、

正規雇用との待遇差があることから、女性の貧困や男女間格差の一因になっていると考えられています。 

 

自然災害の激甚化・頻発化の影響 

  昨今、自然災害の激甚化・頻発化が目に見える形で進んできており、南海トラフ巨大地震などの大地

震や豪雨などによる災害の発生が懸念されています。災害発生時には、女性やこども、高齢者、障害者

などが災害弱者となりやすく、被災者の多様なニーズに適切に対応することが重要であり、令和6年（2024

年）の能登半島地震においても、男女共同参画の視点による防災・復興対策の重要性が改めて浮き彫り

になりました。 

 

（2） 国の法改正等の動向 

男女共同参画の推進に関する法律の制定・改正等 

  国においては、男女共同参画社会の実現を「21世紀の我が国社会を決定する最重要課題」と位置付け、

社会のあらゆる分野において、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の推進を図っています。こ

れらの取組は、単に女性の権利向上にとどまらず、社会全体の持続可能性や経済成長、地域活性化にも

つながるものとして位置づけられています。 

 

  ア 政治・行政分野における取組 

衆議院、参議院及び地方議会の選挙において、男女の候補者の数ができる限り均等となることを

目指すこと等を基本原則とする「政治分野における男女共同参画の推進に関する法律」が令和 3年

（2021年）6月に改正され、政党や政治団体の自主的な取組の促進や国・地方公共団体の施策が強

化されました。また、政治活動におけるセクシュアル・ハラスメント等の防止と解決に向けた施策

を明記し、女性が安心して政治活動に参加できる環境づくりを支援することなどが示されました。 
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イ 働く場や家庭生活等との両立における取組 

令和 7年（2025年）6月に公布された「女性活躍推進法」では、従業員従業員数 101人以上の企

業は、「男女間賃金差異」及び「女性管理職比率」の情報公開が義務化されることとなりました（令

和 8年（2026年）4月施行）。また、月経、不妊治療、更年期などに伴う女性特有の健康課題につ

いて、職場での理解増進や配慮等が行われるよう、事業主による積極的な取組を促していくことが

示されました。 

令和 6年（2024年）5月に「育児休業、介護休業等育児又は家族介護 を行う労働者の福祉に関す

る法律」及び「次世代育成支援対策推進法」が改正され、男女とも仕事と育児・介護を両立できる

ように、育児期の柔軟な働き方を実現するための措置の拡充や介護離職防止のための雇用環境整備、

個別周知・意向確認が義務化されました（令和 7年（2025年）4月から段階的に施行）。 

 

ウ 困難な問題を抱える女性に関する取組 

  令和 6年（2024年）4月に「困難女性支援法」が新たに施行され、従来の「売春防止法」に基づ

く婦人保護施策の枠組みを抜本的に見直し、困難な問題を抱える女性に対して多様な支援を包括的

かつ継続的に提供する体制を整備することが示されました。 

 

エ 性犯罪・性暴力における取組 

  令和 5年（2023年）3月に策定した「性犯罪・性暴力対策の更なる強化の方針」は、令和 2年（2020

年）からの「集中強化期間」の成果と課題を踏まえ、令和 7年度（2025年度）までの 3年間を「更

なる集中強化期間」と位置づけて取り組むものです。また、令和 5年（2023年）7月に刑法が改正

され、同意がない性行為は犯罪になることが明確化されるとともに、性交同意年齢の引き上げや、

性犯罪の公訴時効期間が延長されるなど、性犯罪・性暴力の根絶のための取組や被害者支援を強化

されました。 

 

オ ＤＶ対策における取組 

    令和 6年（2024年）4月に「ＤＶ防止法」が改正され、保護命令制度の拡充及び保護命令違反の

厳罰化などにより、申し立てができる被害者に「自由、名誉、財産に対する脅迫を受けた者」が追

加されたほか、保護命令の種類の拡大や接近禁止命令の有効期間の伸長などが定められました。 

 

第 6次男女共同参画基本計画の策定 

   国は、令和 7年（2025年）12月に「第 6次男女共同参画基本計画」を閣議決定し、令和 12年度(2030

年度)まで、以下の四つを目指すべき社会として、その実現を通じて、男女共同参画社会の形成の促進

を図っていくこととしています。 

 

 

 

 

① 男女が自らの意思に基づき、個性と能力を十分に発揮できる、公正で多様性に富んだ、活力あ

る持続可能な社会 

② 男女の人権が尊重され、尊厳を持って個人が生きることのできる社会 

③ 仕事と生活の調和が図られ、男女が共に充実した職業生活、その他の社会生活、家庭生活を送

ることができる社会 

④ あらゆる分野に男女共同参画・女性活躍の視点を取り込み、国際社会と協調する社会 
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（参考）第 4次基本計画に関連するＳＤＧｓ 

 

１ 貧困をなくそう 

あらゆる場所のあらゆる形態の貧困を終わらせる。 

 

３ 全ての人に健康と福祉を 

あらゆる年齢の全ての人々の健康的な生活を確保し、福祉を促進する。 

 

４ 質の高い教育をみんなに 

全ての人に包摂的かつ公正な質の高い教育を確保し、生涯学習の機会を促進

する。 

 

５ ジェンダー平等を実現しよう 

ジェンダー平等を達成し、全ての女性及び女児の能力強化を行う。 

 

８ 働きがいも経済成長も 

包摂的かつ持続可能な経済成長及び全ての人々の完全かつ生産的な雇用と

働きがいのある人間らしい雇用（ディーセント・ワーク）を促進する。 

 

10 人や国の不平等をなくそう 

各国内及び各国間の不平等を是正する。 

 

16 平和と公正を全ての人に 

持続可能な開発のための平和で包摂的な社会を促進し、全ての人々に司法へ

のアクセスを提供し、あらゆるレベルにおいて効果的で説明責任のある包摂的

な制度を構築する。 

 

17 パートナーシップで目標を達成しよう 

持続可能な開発のための実施手段を強化し、グローバル・パートナーシップ

を活性化する。 

 

 

 

 



5 

 

５ 第 3 次広島市男女共同参画基本計画の達成状況  

  第 3次広島市男女共同参画基本計画（令和 3年度(2021年度)～令和 7年度(2025年度)）では、五つの

基本方針を定め、各施策の推進に取り組みました。基本方針ごとの施策の指標の達成状況は、次のとお

りです。 

 

➢ 基本方針１：あらゆる分野における政策・方針の立案及び決定への女性の参画の拡大 

指  標 

実績 
目標 

（R7 年度） 
達成状況 計画策定時 

（R2 年度） 

現状 

（R6 年度） 

審議会委員における女性の割合を増やす 

（データ出典：男女共同参画課） 
29.3% 32.1% 40.0% 〇 

女性委員がいない審議会をなくす 

（  〃 ：男女共同参画課） 
2 審議会 0 審議会 0 審議会 ◎ 

市職員の管理職における女性の割合を増やす 

（  〃 ：人事課） 
15.1% 19.0% 21.0%以上 〇 

市立学校教員の管理職における女性の割合を増やす 

（  〃 ：教職員課） 

校長：26.0% 

教頭：41.2% 

校長：38.6% 

教頭：41.0% 

校長：30.0% 

教頭：40.0% 
◎ 

女性地域防災リーダーの割合を増やす 

（  〃 ：災害予防課） 
17.6% 23.3% 20.0% ◎ 

消防団における女性の中級幹部（分団長・副分団長の階級に

ある者）の数を増やす 

（  〃 ：消防団室） 

24 人 26 人 27 人 〇 

※達成状況：「◎：目標達成」「〇：改善（計画策定時の実績を上回る）」「×：低下（計画策定時の実績を下回る）」 

 

➢ 基本方針２：働く場における男女共同参画の推進と職業生活と家庭生活等の両立 

指  標 

実績 
目標 

（R7 年度） 
達成状況 計画策定時 

（R2 年度） 

現状 

（R6 年度） 

民間企業（従業員数が 101 人以上の企業）における女性管理

職の割合を増やす 

（データ出典：広島県職場環境実態調査） 

14.2% 11.5% 18.0% × 

女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画を策定し、女性

活躍の推進に取り組む企業（従業員数が 300 人以下の企業）

を増やす 

（  〃 ：広島労働局雇用環境・均等室） 

101 社 493 社 500 社 〇 

民間企業における男性の育児休業取得率を上げる 

（  〃 ：広島県職場環境実態調査） 
22.2% 

51.4% 

（R5 年度） 
30.0% 

R7.10 評価

予定 

男女共同参画に積極的に取り組む事業者の数を増やす 

（広島市男女共同参画推進事業者表彰の表彰事業者数） 

（  〃 ：男女共同参画課） 

65 社 77 社 75 社 ◎ 

働き方を工夫して、労働時間の削減に取り組む人の割合を増

やす 

（  〃 ：広島市市民意識調査） 

52.5% 54.2% 52.5%以上 ◎ 

男性が家事・子育て・介護に関わる時間を増やす 

（年齢を問わず結婚している男性の平日 1日当たりの家事・子育て･

介護に関わる時間) 

（  〃 ：広島市市民意識調査） 

53 分 50 分 53 分以上 × 
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市の男性職員の育児休業取得率を上げる 

 

市長事務部局等：市長事務部局、市選挙管理委員会事務局、

人事委員会事務局、監査事務局、農業委員会事務局、議会事

務局 

その他局：消防局、水道局、教育委員会 

（  〃 ：給与課） 

15.9% 

市長事務部

局等：

68.6％ 

その他局： 

41.4％ 

市長事務部

局等：

85.0％以上 

その他局： 

50.0％以上 

〇 

保育園等入園待機児童の解消を図る 

（  〃 ：幼保給付課） 
11 人 0 人 0 人 ◎ 

放課後児童クラブ待機児童の解消を図る 

（  〃 ：放課後対策課） 
40 人 47 人 0 人 × 

女性（25 歳～44 歳）の就業率を高める 

（  〃 ：総務省「国勢調査」） 
76.2% 

76.2% 

（R2 年度） 
82.0% － ※1 

｢家族経営協定｣締結農家数を増やす 

（  〃 ：農政課） 
45 戸 52 戸 50 戸 ◎ 

※達成状況：「◎：目標達成」「〇：改善（計画策定時の実績を上回る）」「×：低下（計画策定時の実績を下回る）」 

※1：「女性（25 歳～44歳）の就業率を高める」については、データ出典元である「国勢調査」が 5年に 1 回の実施であり、令和 6 年度 

の数値はないため、評価不可。 

 

➢ 基本方針３：安心して暮らせる社会の実現 

指  標 

実績 
目標 

（R7 年度） 
達成状況 計画策定時 

（R2 年度） 

現状 

（R6 年度） 

経済的な自立に向けて就業したひとり親世帯を増やす 

（高等職業訓練促進給付金受給者、母子家庭等就業・自立支援センタ

ー及び就労支援窓口登録者のうち、就業した者の割合） 

（データ出典：こども青少年支援部） 

49.8% 45.0% 51.38% × 

｢ＬＧＢＴ」の言葉と内容を知っている人の割合を増やす 

（  〃 ：広島市男女共同参画社会の実現に向けたアンケ

ート調査） 

46.7% 

（H31 年度） 
64.6% 46.7%以上 ◎ 

がん検診の受診率を上げる 

（  〃 ：厚生労働省「国民生活基礎調査」） 

子宮がん： 

44.4% 

乳がん： 

44.8% 

（H31 年度） 

子宮がん： 

43.0% 

乳がん： 

45.4% 

（R4 年度） 

子宮がん： 

50.0% 

乳がん： 

50.0% 

－ ※1 

※達成状況：「◎：目標達成」「〇：改善（計画策定時の実績を上回る）」「×：低下（計画策定時の実績を下回る）」 

※1：「がん検診の受診率を上げる」については、データ出典元である厚生労働省「国民生活基礎調査」が 3年に 1回の実施であり、 

令和 6 年度の数値はないため、評価不可。 

 

➢ 基本方針４：女性に対するあらゆる暴力の根絶と被害者への支援 

指  標 

実績 
目標 

（R7 年度） 
達成状況 計画策定時 

（R2 年度） 

現状 

（R6 年度） 

ＤＶ被害を受けた人のうち、だれ（どこ）にも相談しなかっ

た人の割合を減らす 

（データ出典：広島市市民意識調査） 

29.0% 34.8% 29.0%以下 × 

ＤＶの相談窓口を知っている人の割合を増やす 

（  〃 ：広島市市民意識調査） 

女性：58.1% 

男性：52.3% 

女性：49.5% 

男性：45.2% 

女性： 

58.1%以上 

男性： 

52.3%以上 

× 
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過去 1 年以内に暴力を受けた女性被害者の割合を減らす 

（  〃 ：広島市市民意識調査） 
3.8% 4.1% 3.8%以下 × 

※達成状況：「◎：目標達成」「〇：改善（計画策定時の実績を上回る）」「×：低下（計画策定時の実績を下回る）」 

 

➢ 基本方針５：男女の人権を尊重する市民意識の醸成 

指  標 

実績 
目標 

（R7 年度） 
達成状況 計画策定時 

（R2 年度） 

現状 

（R6 年度） 

社会全体でみた場合の男女の地位が平等になっていると感じ

る男女それぞれの割合を増やす 

（データ出典：広島市市民意識調査） 

女性：7.7% 

男性：17.4% 

女性：8.6% 

男性：14.7% 

女性： 

7.7%以上 

男性： 

17.4%以上 

女性：◎ 

男性：× 

固定的な性別役割分担意識を持たない男女それぞれの割合を

増やす 

（  〃 ：広島市市民意識調査） 

女性：74.6% 

男性：64.1% 

女性：76.7% 

男性：63.2% 

女性： 

74.6%以上 

男性： 

64.1%以上 

女性：◎ 

男性：× 

全ての人の人権を大切にし、それを日常生活の中で態度や行

動に表している市民の割合を増やす 

（  〃 ：広島市市民意識調査） 

73.6% 75.0% 73.6 以上 ◎ 

※達成状況：「◎：目標達成」「〇：改善（計画策定時の実績を上回る）」「×：低下（計画策定時の実績を下回る）」 
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６ 計画の基本方針 

第 4次基本計画では、5年間で重点的に取り組むための五つの基本方針を設定し、各基本方針に沿った

基本施策・具体的施策を掲げて展開します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基
本
方
針 

１ あらゆる分野における政策・方針の立案及び決定への女性の参画の拡大 

２ 働く場における男女共同参画の推進と職業生活と家庭生活等の両立 

３ 安心して暮らせる社会の実現 

４ 性犯罪・性暴力を始めあらゆる暴力の根絶と被害者への支援 

５ 男女の人権を尊重する市民意識の醸成 
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７ 本市が目指すべき姿 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国際平和文化都市 

 世界に輝く平和のまち 

 

国際的に開かれた活力あるまち 

 

文化が息づき豊かな人間性をはぐくむまち 

 

男女共同参画社会の実現 

 
男女の人権が尊重され、対等なパートナーシップに基づき、一人一人が多様な

個性や能力を十分に発揮できる『男女共同参画社会』の実現を目指す 

 

第 4 次広島市男女共同参画基本計画の基本方針 

 

【広島市男女共同参画条例】 

 

１ あらゆる分野における政策・方針の立案及び決定への女性の参画の拡大 

２ 働く場における男女共同参画の推進と職業生活と家庭生活等の両立 

３ 安心して暮らせる社会の実現 

４ 性犯罪・性暴力を始めあらゆる暴力の根絶と被害者への支援 

５ 男女の人権を尊重する市民意識の醸成 

 

市、市民、ＮＰＯ、 

企業等の連携・協働 

による取組 

（前文） 

「平和とは紛争や戦争のない状態だけをいうのではない。すべての人が差別や抑圧から

解放されて初めて平和といえる。男女においては、性別による差別がなく、対等のパー

トナーとして責任を分かち合い、個性や能力を十分に発揮できる社会を実現することが

必要である。それは、本市が目指す国際平和文化都市に欠かせない要件の一つであり、

これまで、各種の取組が行われてきた。」 

 （基本理念） 

１ 男女の人権尊重 

２ 社会における制度又は慣行への男女共同参画の配慮 

３ 男女の政策又は方針の立案及び決定への共同参画 

４ 男女の家庭における生活と他の活動の両立 

５ 性と生殖に関する健康に関しての男女の人権尊重 

６ 国際社会の動向への留意 
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第２章 計画の内容 

 
１ 施策体系 

 

  

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【基本方針】 【基本施策】 【具体的施策】 

１  

あらゆる分野に

おける政策・方

針の立案及び決

定への女性の参

画の拡大 

２  

働く場における

男女共同参画の

推進と職業生活

と家庭生活等の

両立 

【女性活躍推進法】 

⑴市の政策・方針決定過程への女性の参
画の拡大 

○拡⑶防災・復興における女性の参画の拡大 

⑴働く場における男女共同参画の推進 

⑵女性の参画が少ない分野における男女
共同参画の推進 

⑶多様な就業ニーズを踏まえた就業支援
の推進 

⑷職業生活と家庭生活等の両立に向けた
職場環境の整備 

⑸男性にとっての男女共同参画の推進 

⑹子育てや介護等の支援の充実 

３  

安心して暮らせ

る社会の実現 

○新【困難女性支援法】 

○拡⑴生活上の困難に対する支援と多様性

を尊重する環境の整備 

⑵生涯を通じた男女の健康の保持増進対
策の推進 

⑶性と生殖に関する健康と権利の浸透 

４  
性犯罪・性暴力
を始めあらゆる
暴力の根絶と被
害者への支援 

○新【困難女性支援法】 

○拡⑴性犯罪・性暴力を始めあらゆる暴力

根絶のための認識の徹底と対応 

○拡⑵配偶者等からの暴力の防止と被害者

への支援の充実 【DV防止法】 

⑶セクシュアル・ハラスメントの防止と
被害者への支援の充実 

５  

男女の人権を尊

重する市民意識

の醸成 

⑴互いの人権を尊重し合う教育や啓発の
推進 

⑵男女共同参画推進拠点施設における取
組の推進 

⑶男女共同参画の視点からの広報・啓発
活動の推進 

⑷こどもの頃からの男女共同参画を推進
する教育の充実 

⑸平和の発信と国際理解・国際協力の推
進 

①審議会委員等への女性の選任の推進 ②市の女性職員
の職域拡大、育成及び登用の推進 

①男女共同参画の視点からの防災活動への参画 ②男女
共同参画の視点からの災害対応の推進 

①働く場における男女の均等な機会と待遇の確保及び女
性の活躍に向けた取組の促進 ②働く場におけるハラス
メントの防止に向けた取組の促進 

①女性の参画が少ない分野への女性の参画促進 

①多様な就業ニーズに対応した就業支援 ②経営の主体
となる女性の育成・支援 

①育児・介護休業制度等の定着と柔軟で多様な働き方の
促進 ②市役所における職業生活と家庭生活等の両立の
推進 

①男性への意識啓発等の推進 ②男性の家庭生活・地域
活動への参画を促す取組の推進 

①保育サービス等の充実 ②介護サービス等の充実 

①困難な問題を抱える女性への支援の充実 ②ひとり親
家庭等への支援の充実 ③高齢者、障害者が安心して暮
らせる環境の整備 ④外国人市民への支援の充実 ⑤多
様な性のあり方への理解の促進と環境の整備 

①妊娠・出産期の健康の保持増進のための支援 ②更年
期・高齢期の健康の保持増進のための支援 ③性差医療
の推進 

①啓発の推進 

①性犯罪・性暴力を始めあらゆる暴力の根絶に向けた対
策の推進 ②啓発の推進及び教育・学習の充実 

①配偶者等からの暴力を許さない市民意識の醸成 ②被
害者への相談支援の充実 ③被害者の保護体制の充実 
④被害者の自立支援の充実 ⑤関係機関との連携の強化 

①防止対策の推進 ②被害者への支援 

①互いの人権を尊重し合う教育や啓発の推進 

①男女共同参画推進センターにおける取組の推進 

①広報・啓発活動の推進と男女共同参画の視点からの適
切な表現の徹底 

①就学前・学校教育等における男女共同参画に関する教
育の推進 ②家庭における男女共同参画に関する教育の
支援 ③性や健康に関する教育・啓発の推進 

①国際社会の動向への理解の推進 ②男女共同参画の視
点からの国際交流・協力、平和活動の推進 

⑵市の関係団体などにおける方針決定過
程等への女性の参画の推進 

①市の関係団体などにおける女性登用の促進 ②女性の
地域活動への参画の支援 
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２ 計画の内容 

  

 

 

 

【基本的な考え方】 

  あらゆる分野における政策・方針決定過程への女性の参画拡大は、少子高齢化・人口減少、社会経済

情勢の成熟に伴う価値観の多様化が進む中で、様々な視点が確保されることにより、社会経済情勢の変

化に対応し、将来にわたって活力のある地域社会を維持することにつながるものです。近年、各分野で

女性の参画は着実に進んできているものの、依然として男女が対等な関係性の構築には至っていない状

況です。 

本市では、条例の基本理念の一つとして、「男女が政策又は方針の立案及び決定に共同して参画する

機会が確保されること」を掲げており、政策・方針の立案及び決定への女性の参画の拡大に率先垂範し

て取り組むため、本市自らが先導役となり、審議会委員への女性の積極的登用や市職員の管理職におけ

る女性の登用などを推進します。 

また、近年、全国各地で豪雨や大地震などの大規模災害が頻発しており、本市においても、平成 26

年（2014年）8月及び平成 30年（2018年）7月に甚大な豪雨災害に見舞われたほか、南海トラフ巨大

地震などによる大規模な災害の発生が懸念されています。令和 6年度（2024年度）に実施した男女共同

参画社会の実現に向けたアンケート調査では、災害対応における男女共同参画の視点から必要な取組と

して、「女性への配慮を盛り込んだ避難所運営マニュアルや手引きの作成」や「男女共同参画の視点を

取り入れた防災研修・講座の実施」と回答した人が多く、平常時からの男女共同参画の視点に立った備

えの重要性が示されています。こうした状況を踏まえ、平常時から女性の視点を生かした防災活動への

参画を促進するとともに、災害発生時には避難所運営における意思決定過程への女性の参画を促進する

など、防災・復興分野における女性の参画拡大に重点的に取り組みます。 

 

 

 

指  標 
現状値 

（R6 年度） 
目標値 

審議会委員における女性の割合を増やす 32.1% 40.0% 

市職員の管理職における女性の割合を増やす 19.0% 

広島市職員の女性活

躍・子育て支援推進

プランの次期計画で

定める数値 

地域防災リーダーにおける女性の割合を増やす 23.3% 25.2% 

 

 

 

 

 

あらゆる分野における政策・方針の立案及び決定への女性の参画の拡大 

基本方針１ 

施策の指標 

関連するＳＤＧｓ 
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 基本施策１ 市の政策・方針決定過程への女性の参画の拡大 

（1）審議会委員等への女性の選任の推進 

   女性委員の選任状況に応じて審議会ごとに段階的な目標数値を設定します。また、充て職（特定の

職にあることを理由とした選任）や定数の必然性を検討した上での見直し、審議会の設置目的等に応

じた公募による委員選任や審議会委員の推薦を依頼する団体等に対し、女性委員の推薦の働きかけを

行うなど、多様な手法を活用しながら、女性委員の選任を計画的かつ積極的に推進します。 

また、行政委員会の委員や人権擁護委員などについても、女性委員が選任され、女性の意見が適切

に反映されるよう、女性の参画を推進します。 

主な取組（事業名） 取組内容（事業内容） 

審議会委員選任の際の事前協議 

【男女共同参画課】 

審議会委員の女性委員の割合が 40％を下回る場合は、審議会委員の選任

に当たり、審議会所管課から男女共同参画課へ事前協議を行う。 

 

 

（2）市の女性職員の職域拡大、育成及び登用の推進 

「広島市職員の女性活躍・子育て支援推進プラン」に基づき、女性職員の職域拡大、幅広い職務経

験の付与や研修の充実による女性職員の能力向上を図るとともに、先輩女性職員との交流の機会等を

通じて、女性職員自身の意識改革も促進します。また、幹部職員等への登用を見据え、個々の女性職

員の能力や適性に応じた計画的な育成を進めていきます。 

さらに、校長や教頭といった学校管理職の校務負担の軽減を図るとともに、研修の充実を通じて女

性教員の育成を進めます。あわせて、女性自身の管理職を目指す意欲を醸成し、校長や教頭への女性

の登用を計画的かつ積極的に推進します。 

主な取組（事業名） 取組内容（事業内容） 

市の女性職員のライン職への配置や職

域の拡大 

【人事課】 

女性職員が管理職に必要な知識や能力を修得できるよう、幅広い職域や

ライン職への配置拡大を図る。 

市の女性職員の本庁の企画・管理部門

への積極的配置 

【人事課】 

女性職員が若いうちから幅広い職務経験を積み、その見識を広めること

ができるよう本庁の企画・管理部門への積極的配置を図る。 

ロールモデルとなる女性職員との交流

会 

【人事課】 

女性職員（課長補佐級）を対象として、ロールモデルとなる先輩女性職

員との交流の場を設け、モデル職員による自身のキャリアパス、経験談

等の紹介や将来のキャリア等についての相談を行う。 

市の女性職員の国、自治大学校等への

派遣研修の実施 

【人事課、研修センター】 

女性職員が若いうちから幅広い職務経験を積み、その見識を広めること

ができるよう国、自治大学校等への派遣研修を行う。 

ダイバーシティに関する職員研修の実

施 

【研修センター】 

性別による固定化された役割分担意識の改革のみならず、多様性の受容

に向けて、階層別研修において、ダイバーシティに関する内容の研修を

行う。 

市の女性職員のキャリア形成支援に関

する研修の実施 

【研修センター】 

女性職員が自らの能力や適性について見つめ直し、将来のキャリアをデ

ザインする研修を行い、自律的なキャリア形成の支援及びキャリアに対

する意識の向上を図る。 
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学校における女性が働きやすい職場環

境づくりに向けた子育て支援プラン説

明会の実施 

【教職員課】 

女性教員が働きやすい職場環境づくりのための子育て支援プラン説明会

を実施する。 

市の女性教員の国等への派遣研修の実

施 

【教職員課】 

女性教員が若いうちから幅広い職務経験を積み、その見識を広めること

ができるよう国等への派遣研修を行う。 
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基本施策２ 市の関係団体などにおける方針決定過程等への女性の参画の推進 

（1）市の関係団体などにおける女性登用の促進 

市が出資する団体などの関係団体において、方針の立案や意思決定の場に女性がより多く参画する

よう、女性の参画の促進に関する情報提供などを行うほか、市が補助金を交付する各種団体に対して

は、男女共同参画の推進を図るため、役員への女性登用に向けた働きかけを行うなど、積極的な取組

を促します。 

主な取組（事業名） 取組内容（事業内容） 

補助金交付団体に対する女性登用推進

に向けた働き掛け 

【男女共同参画課】 

市が補助金を交付する団体に対し、積極的に女性登用を推進することに

ついて直接的な啓発等による働き掛けを行う。 

 

 

（2）女性の地域活動への参画の支援 

町内会などの地域活動においては、「団体の会長には男性が就き、女性は補助的役職に就く」とい

った根強く残る男女の固定的役割分担意識の解消を図るため、学習機会の提供や男女共同参画に関す

る理解を促進するための啓発等により地域活動における方針決定の場への女性の参画の促進を図りま

す。また、女性団体等に対して、活動場所や内容に関する情報提供や助言などを行い、主体的な活動

を支援します。 

主な取組（事業名） 取組内容（事業内容） 

男女共同参画推進センターにおける女

性の活躍推進を図るための講座の開催 

【広島市男女共同参画推進センター】 

広島市男女共同参画推進センター（ゆいぽーと）において、女性の活躍

推進を図るための講座を開催する。 

男女共同参画啓発リーフレットの作成 

【男女共同参画課】 

男女が互いに尊重し合い、性別にかかわらず個性と能力を発揮できる社

会の実現を目指すためのリーフレットを作成し、啓発する。 

広島市女性団体連絡会議補助 

【男女共同参画課】 

広島市女性団体連絡会議の取組を支援し、その活動が一層活性化するよ

う、補助を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 

 

基本施策３ 防災・復興における女性の参画の拡大 

（1）男女共同参画の視点からの防災活動への参画 

広島市防災会議への女性の積極的な登用をはじめ、地域の自主防災組織への女性の参画促進や、女

性消防団員の育成・支援などを通じて、地域防災の方針決定過程に男女共同参画の視点を反映させる

取組を推進します。 

また、男女共同参画の視点を取り入れた防災に関するセミナーや研修会などの実施を通じて、性別

等に配慮した防災活動の啓発に取り組むほか、女性等に配慮した備蓄救援物資を選定し、必要かつ十

分な物資の備蓄を行います。 

主な取組（事業名） 取組内容（事業内容） 

女性地域防災リーダーの養成 

【災害予防課】 

女性地域防災リーダーの養成を促進する。 

女性消防団員の育成・支援 

【消防団室】 

各種研修や訓練への積極的な参加を促し、女性消防団員の育成・支援を

行う。 

男女共同参画推進センターにおける男

女共同参画の視点を取り入れた防災講

座の開催 

【広島市男女共同参画推進センター】 

広島市男女共同参画推進センター（ゆいぽーと）において、男女共同参

画の視点を取り入れた防災講座を開催する。 

女性等の視点に立った備蓄救援物資の

確保 

【災害予防課】 

女性等に配慮した備蓄救援物資の品目を選定し、必要かつ十分な物資を

備蓄する。 

 

 

（2）男女共同参画の視点からの災害対応の推進 

災害時の支援においては、性別等によって異なるニーズに十分配慮することが求められます。「災

害対応力を強化する女性の視点～男女共同参画の視点からの防災・復興ガイドライン～」に基づき、

避難所運営において、女性の参画を促進することで、女性の意見やニーズをくみ上げ、対応します。

具体的には、更衣室、授乳室の設置や生理用品、女性用下着の配布は女性が担当するなど、女性の視

点を踏まえた災害対応を行うことにより、災害時の困難の軽減を図り、支援の質を高めます。 

主な取組（事業名） 取組内容（事業内容） 

男女共同参画の視点等を取り入れた指

定避難所運営のための支援 

【災害予防課、人権啓発課、男女共同

参画課】 

避難所を開設した際、男女共同参画や性的マイノリティの視点を取り入

れた避難所運営を確保するため、必要な指導・支援に努める。 
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【基本的な考え方】 

  少子高齢化により労働人口が減少する現在において、性別に関係なく働きたい人が納得した上で、そ

の個性と能力を十分に発揮できる環境の整備や、仕事と育児、介護、地域活動などの生活環境を調和さ

せ、生きがいを感じるようにすることは、将来にわたり活力ある経済や社会を維持し、成長させるため

にも大変重要なことです。また、働く場において男女共同参画に係る取組を推進することは、男性も含

めた全ての人の就業環境を改善し、さらには、女性も男性も暮らしやすい多様な幸せ（well-being）の

実現につながるものです。 

こうした中、女性の就労状況については、結婚・出産期に労働力率が一時的に低下し、育児が落ち着

いた時期に再び上昇する「Ｍ字カーブ」は、全国的に解消に向かいつつあります。しかし、その雇用形

態を見ると、正規雇用で働く女性の割合は 20代後半でピークを迎えた後、低下を続ける「Ｌ字カー

ブ」を描いており、正規雇用の女性が出産・育児などの理由から退職した後に、非正規雇用を選ばざる

を得ないケースが依然として多いことがうかがえます。こうした背景としては、「男性は仕事、女性は

家庭」といった固定的な性別役割分担意識が根強く残っていると考えられることから、こうした意識の

解消に向けた取組を継続して行っていく必要があります。 

また、女性も男性も働くことを希望する全ての人が、育児、介護を始めとしたライフイベントに際

し、仕事との両立のしづらさを感じることなく働き続けるためには、働き方改革を推進して、長時間労

働を抑制するとともに、ライフステージや個別の事情に応じた多様で柔軟な働き方が実現できるよう

に、その実現に向けては、事業者による男女共同参画の取組を促進していくことが重要です。 

 

 

 

指  標 
現状値 

（R6 年度） 
目標値 

民間企業（従業員数が 101 人以上の企業）における女性管理職の割合を増やす 11.5% 
国計画で定

める目標値 

男女共同参画に積極的に取り組む事業者の数を増やす 

（広島市男女共同参画推進事業者表彰の表彰事業者数） 
77 社 95 社 

市内の「えるぼし」認定企業数を増やす 21 社 50 社 

企業における男女間賃金格差の解消を図る 

（広島県内の企業における所定内給与額の男女間格差） 
77.7% 80.0% 

民間企業における男性の育児休業取得率を上げる 
51.4% 

（R5 年度） 

国計画で定

める目標値 

市内の「くるみん」認定企業数を増やす 43 社 86 社 

市の男性職員の育児休業取得率を上げる 

市長事務部局等：市長事務部局、市選挙管理委員会事務局、人事委員会事務局、監査事務局、

農業委員会事務局、議会事務局 

その他局：消防局、水道局、教育委員会 

市長事務部
局等：
68.6％ 

その他局： 
41.4％ 

市長事務部
局等：

85.0％以上 
その他局： 
50.0％以上 

放課後児童クラブ待機児童の解消を図る 47 人 0 人 

 

施策の指標 

働く場における男女共同参画の推進と職業生活と家庭生活等の両立 

基本方針２ 
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関連するＳＤＧｓ 
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基本施策１ 働く場における男女共同参画の推進 

（1）働く場における男女の均等な機会と待遇の確保及び女性の活躍に向けた取組の促進 

働く場における男女の均等な機会及び待遇を確保し、女性の活躍に向けた取組を推進するため、男

女雇用機会均等法の遵守の周知・啓発を図るとともに、女性活躍推進に関する数値目標の設定と目標

達成に向けた取組、女性の活躍状況に関する情報公表や女性管理職比率の公表など、事業者における

女性活躍推進法に基づく取組の支援などに取り組みます。 

また、女性活躍推進に取り組む事業者の表彰及び特色ある事例の広報、入札制度における優遇措置

などインセンティブの付与、将来的に本市で活躍する女性の人材育成を図るほか、働く女性のライフ

ステージごとの課題に起因する望まない離職を防ぎ、さらに、働く女性が健やかで充実した毎日を送

ることができるよう、休暇制度の充実や女性の健康に関する知識の向上など社会的な関心を喚起しま

す。 

主な取組（事業名） 取組内容（事業内容） 

働く女性のための就労環境整備の推進 

【男女共同参画課】 

女性が働きやすい就労環境の整備を推進するため、中小企業に対して、

女性活躍推進に関する研修会やセミナー等を実施する。 

働く女性・若者のための就労環境整備

の推進 

【雇用推進課】 

女性や若者が働きがいのある安定した仕事を持てるよう、仕事と家庭の

両立や職場定着・就業継続等に取り組む中小企業に対し、優良企業の認

定制度の運用を行う。 

事業所向け男女共同参画支援講座の開

催 

【男女共同参画課】 

市内の事業所等の研修会に専門の講師を派遣し、女性の能力発揮や職域

拡大、職業生活と家庭生活の両立など、男女共同参画に関する講座を実

施することで、男女共に働きやすい職場環境づくりを支援する。 

男女共同参画推進事業者の顕彰 

【男女共同参画課】 

女性の能力発揮や職域拡大、職業生活と家庭生活の両立支援などに積極

的に取り組んでいる市内に本社・本店を置く事業者を表彰し、市の広報

紙等を通じてその取組内容を広く紹介することで、他の事業者の意識啓

発を図る。 

指定管理者候補選定時の加点 

【行政経営課】 

指定管理者候補の選定の際の加点（指定管理者制度） 

物品・役務、公共工事における入札優

遇制度 

【物品契約課、工事契約課、技術管理

課】 

入札制度における加点（物品・委託業務総合評価制度、建設工事総合評

価制度） 

広島市中小企業融資制度（男女共同参

画・子育て支援資金） 

【中小企業支援課】 

次世代育成法に基づく一般事業主行動計画を策定し、事業所内託児施設

の新設・運営など子育て支援を推進するための取組を行う事業者や、男

女共同参画推進事業所顕彰事業等の表彰事業者などに対し、運転資金・

設備資金の融資を行う。 

女性の健康を支えるための取組の促進 

【男女共同参画課、健康推進課】 

女性特有の健康課題に対する理解を深めるための周知・啓発を行う。ま

た、フェムテックやフェムケアに関するイベントを支援する。 
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（2）働く場におけるハラスメントの防止に向けた取組の促進 

事業者や労働者に対し、ハラスメント（セクシュアル・ハラスメント、パワー・ハラスメント、マ

タニティ・ハラスメント等）に関する法令や制度、相談窓口等について周知・啓発を行い、ハラスメ

ントの防止に向けた事業者の取組等を支援します。 

主な取組（事業名） 取組内容（事業内容） 

事業所向け男女共同参画支援講座の開

催 

【男女共同参画課】 

※再掲 

市内の事業所等の研修会に専門の講師を派遣し、女性の能力発揮や職域

拡大、職業生活と家庭生活の両立など、男女共同参画に関する講座を実

施することで、男女共に働きやすい職場環境づくりを支援する。 

男女共同参画啓発リーフレットの作成 

【男女共同参画課】 

※再掲 

男女が互いに尊重し合い、性別にかかわらず個性と能力を発揮できる社

会の実現を目指すためのリーフレットを作成し、啓発する。 

介護現場におけるハラスメント対策の

周知・啓発 

【介護保険課】 

介護サービス事業者に対して、介護現場におけるハラスメント対策マニ

ュアルや研修の手引き、事例集等の周知・啓発を行う。 
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基本施策２ 女性の参画が少ない分野における男女共同参画の推進 

（1）女性の参画が少ない分野への女性の参画促進 

理工系分野における男女の進学や就労割合は大きな隔たりがあり、その要因として、「女子は数学

が得意ではない」等の無意識の思い込み（アンコンシャス・バイアス）が挙げられます。 

理工系分野を希望する女子高生等が主体的に進路を選択できるよう、「理工系＝男性」といった性

別による無意識の思い込みの解消に取り組み、本人だけでなく保護者や教員等の理解促進を図ること

で、女子学生・生徒の理工系分野への人材育成を促進します。 

また、建設業、製造業や運輸業など、女性の参画が少ない分野において、女性の参画を促進するた

めに、意識と就労環境を改善するために周知・啓発を図ります。 

さらに、農家での「家族経営協定」の締結など、自営業における女性の労働に対して、正当な対価

が支払われるよう評価の向上を図るとともに、就労環境の整備を進めます。また、自営業者及び家族

従業員である女性に対して、男女共同参画についての啓発や情報提供を行います。 

主な取組（事業名） 取組内容（事業内容） 

理工系分野への女性参画推進に関する

啓発の推進 

【男女共同参画課】 

女子中高生等の理工系分野への進路選択を促進するための啓発を行う。 

男女共同参画啓発リーフレットの作成 

【男女共同参画課】 

※再掲 

男女が互いに尊重し合い、性別にかかわらず個性と能力を発揮できる社

会の実現を目指すためのリーフレットを作成し、啓発する。 

男女共同参画推進事業者の顕彰 

【男女共同参画課】 

※再掲 

女性の能力発揮や職域拡大、職業生活と家庭生活の両立支援などに積極

的に取り組んでいる市内に本社・本店を置く事業者を表彰し、市の広報

紙等を通じてその取組内容を広く紹介することで、他の事業者の意識啓

発を図る。 

物品・役務、公共工事における入札優

遇制度 

【物品契約課、工事契約課、技術管理

課】 

※再掲 

入札制度における加点（物品・委託業務総合評価制度、建設工事総合評

価制度） 

広島市農業経営改善支援センター事業

（「家族経営協定」の普及・啓発） 

【農政課】 

家族農業経営にたずさわる各世帯員が、意欲とやりがいを持って経営に

参画できる魅力的な農業経営を目指し、経営方針や役割分担、家族みん

なが働きやすい就労環境などについて、家族間の十分な話し合いに基づ

き、取り決めることを支援する。 

「まかせんさい」広島市女性農業士の

活動支援 

【農政課】 

広島市が認定した女性農業士の活動支援を行う。 
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基本施策３ 多様な就業ニーズを踏まえた就業支援の推進 

（1）多様な就業ニーズに対応した就業支援 

就職や再就職を希望する女性等に対し、就職相談窓口において、求職者の特性に合った就業マッチ

ングや就業に向けた個別相談を行います。 

また、育児や介護等により就労に時間的・場所的制約がある女性に対し、女性デジタル人材の

育成を図るためのセミナーを実施するなど、多様な雇用・就業形態のニーズに対応した就業支援

を行います。 

主な取組（事業名） 取組内容（事業内容） 

若者、女性等に対する就労支援事業 

【雇用推進課】 

若者、女性、就職氷河期世代等を対象とした就職相談窓口において、就

職や転職に向けて、基礎的なＩＴ活用知識を習得するセミナーや伴走型

支援を実施する。 

男女共同参画推進センターにおける女

性の就労支援 

【広島市男女共同参画推進センター】 

広島市男女共同参画推進センター（ゆいぽーと）において、女性の就労

支援に関する相談や講座を開催する。 

「女性デジタル人材育成」をテーマに

したセミナー等の実施 

【広島市男女共同参画推進センター】 

広島市男女共同参画推進センター（ゆいぽーと）において、育児・介護

等により就労に時間的・場所的制約がある女性や休職中の女性などを対

象に、女性デジタル人材の育成につながるセミナーを実施する。 

 

 

（2）経営の主体となる女性の育成・支援 

女性の起業促進に向けて、起業についての知識・ノウハウの提供や、事業の立ち上げに必要な支援

を行います。 

また、女性管理職の多様な交流の場をつくり、異業種間の関係づくりや管理職同士のネットワーク

づくりを推進します。 

主な取組（事業名） 取組内容（事業内容） 

創業者向け研修会・セミナーの開催 

【企業誘致・創業推進課】 

研修会やセミナーを開催することにより、創業するために必要な知識や

手続、経営に役立つ知識や支援制度の活用方法などの情報提供を行うと

ともに、創業予定者が経営手法等を習得できるよう支援し、その後の円

滑な創業や事業運営につなげていく。 

創業チャレンジ・ベンチャー支援事業 

【企業誘致・創業推進課】 

広島市内で創業を考えている創業意欲のある方及び市内の中小企業者

（創業後 3 年未満）を募集し、優秀な事業計画に対して、経営、資金の

両面から総合的な支援を行う。また、それに先立ち、有望な事業構想を

優秀な事業計画へと具現化するため、事業計画作成支援を実施する。 

広島市中小企業融資制度（創業支援融

資、創業チャレンジ・ベンチャー資

金） 

【中小企業支援課】 

新たに事業を営もうとするもの及び新たに会社を設立して新たに事業を

営もうとする中小企業者に対して必要な事業資金を供給することによ

り、その創業を促進する。 

女性のための創業相談 

【企業誘致・創業推進課】 

広島市中小企業支援センターにおいて、女性のための創業相談窓口を設

置し、コーディネーターによる創業に向けた支援を行う。 

女性管理職のネットワークの構築 

【広島市男女共同参画推進センター】 

広島市男女共同参画推進センター（ゆいぽーと）において、女性管理職

の交流の場を設け、マネジメントについて学ぶとともに、ネットワーク

づくりを行う。 
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基本施策４ 職業生活と家庭生活等の両立に向けた職場環境の整備 

（1）育児・介護休業制度等の定着と柔軟で多様な働き方の促進 

男女が共に育児や介護等をしながら働き続けることができるよう、事業者に対して、長時間労働の

是正や柔軟な働き方の推進、仕事と家庭の両立支援など、男女ともに働きやすい職場づくりを事業者

へ働き掛けます。 

また、労働者に対しても、育児・介護休業制度等の利用促進に向けた広報・啓発活動を展開し、制

度の理解と活用を促します。 

主な取組（事業名） 取組内容（事業内容） 

働く女性のための就労環境整備の推進 

【男女共同参画課】 

※再掲 

女性が働きやすい就労環境の整備を推進するため、中小企業に対して、

女性活躍推進に関する研修会やセミナー等を実施する。 

働く女性・若者のための就労環境整備

の推進 

【雇用推進課】 

※再掲 

女性や若者が働きがいのある安定した仕事を持てるよう、仕事と家庭の

両立や職場定着・就業継続等に取り組む中小企業に対し、優良企業の認

定制度の運用を行う。 

男女共同参画推進事業者の顕彰 

【男女共同参画課】 

※再掲 

女性の能力発揮や職域拡大、職業生活と家庭生活の両立支援などに積極

的に取り組んでいる市内に本社・本店を置く事業者を表彰し、市の広報

紙等を通じてその取組内容を広く紹介することで、他の事業者の意識啓

発を図る。 

指定管理者候補選定時の加点 

【行政経営課】 

※再掲 

指定管理者候補の選定の際の加点（指定管理者制度） 

物品・役務、公共工事における入札優

遇制度 

【物品契約課、工事契約課、技術管理

課】 

※再掲 

入札制度における加点（物品・委託業務総合評価制度、建設工事総合評

価制度） 

広島市中小企業融資制度（男女共同参

画・子育て支援資金） 

【中小企業支援課】 

※再掲 

次世代育成法に基づく一般事業主行動計画を策定し、事業所内託児施設

の新設・運営など子育て支援を推進するための取組を行う事業者や、男

女共同参画推進事業所顕彰事業等の表彰事業者などに対し、運転資金・

設備資金の融資を行う。 

男女共同参画啓発リーフレットの作成 

【男女共同参画課】 

※再掲 

男女が互いに尊重し合い、性別にかかわらず個性と能力を発揮できる社

会の実現を目指すためのリーフレットを作成し、啓発する。 

子育てサポートサイト「ひろまる」の

運営【こども青少年支援部】 

広島市あんしん子育てサポートサイト「ひろまる」において、子育て等

に関する様々な制度や相談窓口などに関する情報を掲載する。 

 

 

（2）市役所における職業生活と家庭生活等の両立の推進 

市職員が育児・介護、地域活動などの家庭生活等にも積極的に関わり、仕事以外の時間も充実させ

ることで、職業生活と家庭生活等の両立を図る取組を進めています。特に男性職員の育児休業制度の

利用促進に向けては、「広島市職員の女性活躍・子育て支援推進プラン」に基づき、制度の周知や、

所属長による対象職員への直接的な働きかけ、働き方改革による職場環境の整備などの取組を行いま

す。 
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主な取組（事業名） 取組内容（事業内容） 

育児休業復帰前講座の実施 

【人事課】 

職員の育児休業から円滑な復帰及び復帰後の能力発揮に資するよう、育

児休業から復帰する職員を対象とした復帰前講座（内容：先輩復帰者講

話、直近の市政のトピックス、事務手続の変更等の講義）を実施する。 

テレワーク利用の促進 

【人事課】 

柔軟な働き方を可能にし、育児・介護と仕事の両立を支援するため、テ

レワークの利用を促進する。 

管理職によるワクワク職場宣言の実施

【人事課】 

女性職員の活躍や全職員のワーク・ライフ・バランスを実現できる職場

を目指し、管理職がその取組を宣言する「ワクワク職場宣言」を行う。 

ワーク・ライフ・バランスに資する取

組に対する表彰の実施 

【人事課】 

ワーク・ライフ・バランスに資する取組を積極的に実施した所属・職員

に対する表彰を実施し、その取組を周知する。 

職員の子育て支援ハンドブックの作

成・配布 

【給与課】 

職員の子育て支援ハンドブックを作成・配布し、各種支援制度の内容や

その利用方法等を周知する。 

育児支援制度利用プランの作成・提出

の徹底 

【給与課】 

育児支援制度利用プランの作成・提出を徹底し、各種休暇等の利用計画

を検討させる。 

ワーク・ライフ・バランスに関する職

員研修の実施 

【研修センター】 

職員の意欲を高め能力を十分に発揮できる良好な職場環境づくりを推進

するため、ワーク・ライフ・バランスに関する内容の研修を行う。 
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基本施策５ 男性にとっての男女共同参画の推進 

（1）男性への意識啓発等の推進 

「男性は仕事、女性は家庭」といった根強く残る男女の固定的な性別役割分担意識を解消するた

め、男性にとっての男女共同参画の意義について理解を促進するための学習機会や情報提供の充実を

図ります。また、男性であることで感じる社会的重圧や悩み等について、安心して打ち明けることが

できるよう、相談支援に取り組みます。 

主な取組（事業名） 取組内容（事業内容） 

事業所向け男女共同参画支援講座の開

催 

【男女共同参画課】 

※再掲 

市内の事業所等の研修会に専門の講師を派遣し、女性の能力発揮や職域

拡大、職業生活と家庭生活の両立など、男女共同参画に関する講座を実

施することで、男女共に働きやすい職場環境づくりを支援する。 

男性向け家庭生活・地域活動への参画

啓発用リーフレットの作成 

【男女共同参画課】 

男性の家事や育児、介護、地域活動への参画を促すため、啓発用リーフ

レットを作成し、保育園や子育てオープンスペースなど、こどもがいる

世帯の方が手に取りやすい場所を中心に配布する。 

男女共同参画推進センターにおける

「男性のためのなんでも相談」の実施 

【広島市男女共同参画推進センター】 

広島市男女共同参画推進センター（ゆいぽーと）において、男性相談員

による「男性のためのなんでも相談」を行う。 

 

 

（2）男性の家庭生活・地域活動への参画を促す取組の推進 

男性が家事、育児、介護などの家庭生活や地域活動に参画することを促進するための学習機会や情

報を提供します。また、男性が家事や育児、介護等に前向きに参画できるよう、家族、地域、職場等

の周囲の理解を深めるための広報・啓発に取り組みます。 

主な取組（事業名） 取組内容（事業内容） 

子育てハンドブックの作成 

【こども青少年支援部】 

子育て中の保護者の不安の解消と負担感の軽減を図るため、本市の子育

て支援制度や相談支援機関等に関する情報を網羅した冊子を作成し、配

布する。 

男性向け家庭生活・地域活動への参画

啓発用リーフレットの作成 

【男女共同参画課】 

※再掲 

男性の家事や育児、介護、地域活動への参画を促すため、啓発用リーフ

レットを作成し、保育園や子育てオープンスペースなど、こどもがいる

世帯の方が手に取りやすい場所を中心に配布する。 

事業所向け男女共同参画支援講座の開

催【男女共同参画課】 

※再掲 

市内の事業所等の研修会に専門の講師を派遣し、女性の能力発揮や職域

拡大、職業生活と家庭生活の両立など、男女共同参画に関する講座を実

施することで、男女共に働きやすい職場環境づくりを支援する。 

家族介護教室の開催 

【高齢福祉課】 

高齢者を介護している家族等が、介護の方法や介護者の健康づくり等の

知識と技術を得ることにより、身体的、精神的負担の軽減を図るととも

に、介護家族等のリフレッシュ事業を併せて行う。 

パパとママの育児教室の開催 

【こども青少年支援部】 

第一子又は初めて多胎児妊娠中の夫婦を対象に、助産師による育児アド

バイスやおむつ交換の模擬体験など育児に関する教室を開催する。 
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基本施策６ 子育てや介護等の支援の充実 

（1）保育サービス等の充実 

育児に関する不安や負担感を解消し、男女が共に仕事と育児を両立させることができるよう、保育

園等入園待機児童ゼロの継続のほか、ライフスタイルに対応した多様な保育サービスの提供やこども

の放課後の居場所の確保等、きめ細かな子育て支援策を推進します。 

主な取組（事業名） 取組内容（事業内容） 

民間保育園整備補助 

（待機児童対策分） 

【幼保給付課】 

地域の保育需要に応じて、民間保育園等の新設・分園・増築整備や幼稚

園の認定こども園化、小規模保育事業所の新設などの保育園等の整備に

対する補助を行う。 

延長保育 

【幼保企画課、幼保給付課】 

保護者の勤務時間や通勤時間を考慮して、通常（昼間）保育の後、1 時

間又は 2 時間の保育を行う。 

休日保育 

【幼保企画課、幼保給付課】 

保護者が勤務しているなどの理由により、休日においても保育が必要な

乳幼児の保育を実施する。 

一時預かり(預かり保育) 

【幼保企画課、幼児給付課】 

保護者の労働・傷病等のやむを得ない理由及び保護者の子育てに伴う心

理的、肉体的負担を解消する等の私的な理由などにより一時的に保育が

必要になった乳幼児の保育を行う。また、幼稚園に入園している幼児を

対象に、通常の教育時間の前後や夏休み等の長期休暇期間に保育を行

う。 

病児・病後児保育 

【幼児給付課】 

保育園等に通園している乳幼児等が病気の回復期等で集団保育が困難な

期間、医療施設等に付設された保育室において一時的に預かる。 

乳児等通園支援事業 

(こども誰でも通園制度) 

【幼保企画課、幼保給付課】 

本市に住所を有する 0 歳 6 か月から満 3 歳未満のこどものうち、保育園

等に通っていない者を対象に、幼稚園や保育園等において毎月一定時間

数の範囲内で受入れを行う。 

ファミリー・サポート・センター事業 

【こども青少年支援部】 

保護者の仕事や急用等の際のこどもの一時預かりや送迎など、子育ての

援助を受けたい人（依頼会員）と援助を行いたい人（提供会員）との間

の調整を行うことにより、地域における子育てに関する相互援助活動を

促進する。 

民間放課後児童クラブ運営費等補助 

【放課後対策課】 

学校施設の活用等による放課後児童クラブの増設が困難な地区におい

て、民間事業者に対する補助を行う。 

きんさい！みんなの保育園事業 

（はじめての子育て応援事業） 

【幼保企画課、幼保給付課】 

初妊婦とその配偶者が安心して出産、子育てができるように地域の身近

な保育園等において妊娠期からの継続的な子育て支援を行う。 

こども家庭センターの運営 

【こども青少年支援部】 

育児やこどもの成長・発達の問題などで困ったり悩んだりしている保護

者等に対し、家庭相談員や保健師等が相談に応じ、助言等を行うととも

に、必要に応じて、家庭訪問等のアウトリーチでの支援を実施する。ま

た、軽微な虐待ケースの対応等を行う。 

地域子育て相談機関の設置 

【こども青少年支援部】 

子育て家庭等の生活状況の把握や不安感・孤立感の解消等の機会を増や

すため、地域の身近な場所である公募型の常設オープンスペースなどに

おいて、相談に応じるとともに必要な支援情報の提供や助言などを行

う。また、困難を抱えている子育て家庭等を把握した場合は、各区のこ

ども家庭センターと連携し、必要な支援につなげていく。 

放課後等デイサービス 

【障害自立支援課】 

就学している障害のあるこどもに対し、授業の終了後又は学校の休業日

に、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進、その他

必要な支援を行う。 

特別支援学校放課後対策・いきいき活

動事業 

【障害自立支援課】 

障害児を持つ親の就労支援や、家族の一時的な休息などを目的として、

放課後や長期休暇中に、特別支援学校内で児童生徒を預かり、安全な活

動の場と有意義な時間を提供する。 
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（2）介護サービス等の充実 

介護を要する高齢者とその家族を社会全体で支えるため、地域包括支援センター等における適切な

相談支援の下、それぞれの状況や希望に応じた介護サービス等の提供を行います。 

主な取組（事業名） 取組内容（事業内容） 

地域包括支援センター運営事業 

【地域包括ケア推進課】 

専門の職員（保健師、社会福祉士、主任ケアマネジャー等）が、介護予

防の支援をはじめ、高齢者の保健・医療・福祉などに関する様々な相談

に応じる。 

居宅介護（介護予防）サービス等の給

付 

【介護保険課】 

要介護・要支援の認定を受けた介護保険被保険者に対し、保険給付を行

う。 
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【基本的な考え方】 

  令和６年（2024年）4月に施行された「困難女性支援法」では、性的な被害、家族の状況、地域社会

との関係性その他の様々な事情により日常生活又は社会生活を円滑に営む上で困難な問題を抱える女性

や、そのおそれのある女性が、それぞれ自らの意思を尊重されながら、抱えている問題やその背景、心

身の状況等に応じて最適な支援を受けられるよう、多様な支援を包括的に提供する体制の整備が求めら

れています。 

  こうした法律の基本理念を踏まえ、本市では、民間団体や様々な関係機関との緊密な連携を図りなが

ら、包括的かつ切れ目のない支援の実施に取り組むとともに、配偶者暴力相談支援センター（ＤＶセン

ター）の女性相談員を始めとした困難な問題を抱える女性を支援するための人材を育成します。 

  さらに、ひとり親家庭や高齢者、障害者、外国人市民、性的マイノリティであること等を理由として

様々な困難を抱える人々が、安心して暮らすことができるための環境を整備し、正しい理解を広めるこ

とにより多様性を尊重する社会の形成に取り組みます。 

  また、男女が互いの身体の特性や健康課題に対して十分に理解し合い、人権を尊重しつつ、相手への

尊厳をもって生きることは、男女共同参画社会の形成に当たっての前提となるものです。特に女性の心

身の状態は、年代や月経・妊娠・閉経等に伴う内分泌環境の変化によって大きく変化するという特性が

あり、「リプロダクティブ・ヘルス／ライツ」（性と生殖に関する健康と権利）の視点が重要となりま

す。 

これらの観点から、男女ともに自分自身の健康管理及び互いの身体の特性や健康課題に対する理解を

促進するため、それぞれの特性に応じた健康の保持増進対策を推進します。 

 

 

 

指  標 
現状値 

（R6 年度） 
目標値 

ＤＶセンターにおける出張相談の件数を増やす 

（ＤＶセンターで受けた相談のうち、出張相談や関係機関（関係部署）へ同行支援した件数 

（年間）） 

77 件 150 件 

経済的な自立に向けて就業したひとり親世帯を増やす 

（母子家庭等就業・自立支援センター、就労支援窓口及びＳＮＳ等を活用したオンライン就業支

援事業において職業紹介を受けた者並びに高等職業訓練促進給付金及び自立支援教育訓練給付金

の受給者のうち、就業した者の割合） 

73.6% 80.0％ 

がん検診の受診率を上げる 

子宮頸がん： 
43.0% 

乳がん： 
45.4% 

（R4 年度） 

子宮頸がん： 
60.0% 

乳がん：60.0% 

20～70 歳の女性の骨粗しょう症検診受診率を上げる 5.1% 15.0% 

 

 

施策の指標 

安心して暮らせる社会の実現 

基本方針３ 
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関連するＳＤＧｓ 
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基本施策１ 生活上の困難に対する支援と多様性を尊重する環境の整備 

（1）困難な問題を抱える女性への支援の充実 

女性は、女性であることにより、性暴力や性的虐待、性的搾取等の性被害により遭遇しやすい状況

にあることや、予期せぬ妊娠、不安定な就労状況や男女間賃金格差などに伴う経済的困窮など、様々

な困難な問題に直面することが多い状況にあります。「困難女性支援法」の主旨を踏まえ、複合的な

困難な問題を抱える女性を支援するため、女性を対象とした各種相談の実施や、相談を受ける職員の

資質向上を図るための研修の実施、支援調整会議への参加や、要保護児童対策地域協議会、広島市安

全なまちづくり推進協議会等の開催・運営による関係機関等との連携強化を図るとともに、民間団体

との協働した支援に取り組みます。また、同じ悩みを抱える仲間が集まって定期的に継続したミーテ

ィングを行うなど自主的に支えあう自助グループの活動を支援します。 

主な取組（事業名） 取組内容（事業内容） 

女性相談員による相談の実施 

【男女共同参画課】 

ＤＶセンターの女性相談員が、困難な問題を抱える女性からの相談に応

じ、必要とする支援内容や支援制度を情報提供するとともに、関係部署

への同行などの伴走支援を行う。 

男女共同参画推進センターにおける

「女性のためのなんでも相談」の実施 

【広島市男女共同参画推進センター】 

広島市男女共同参画推進センター（ゆいぽーと）において、女性相談員

による「女性のためのなんでも相談」を行う。 

女性相談員研修会の実施 

【男女共同参画課】 

相談員に対し専門的知識を有するアドバイザーによる助言及びカウンセ

リングを行うことにより、ＤＶ被害者に対する支援の充実につなげる。 

窓口業務に携わる職員等への研修会の

実施 

【男女共同参画課】 

窓口業務に携わる職員等を対象としたＤＶ被害者への適切な対応や二次

被害防止等のための研修を実施する。 

支援調整会議への参加 

【男女共同参画課】 

困難な問題を抱える女性への支援を適切かつ円滑に行うため、関係機関

による情報交換、協議を行う。 

要保護児童対策地域協議会の運営 

【児童相談所】 

医師会、警察、弁護士会、民生委員児童委員協議会等の関係機関で構成

する「要保護児童対策地域協議会」において、支援対象児童等に関する

情報を共有化するとともに、支援対象児童等の早期発見と適切な保護及

び支援に取り組む。 

広島市安全なまちづくり推進協議会の

開催 

【市民安全推進課】 

犯罪の起こりにくい安全なまちづくりに関する施策等について、学識経

験者、各種団体の関係者などで審議を行う。 

重層的支援体制整備事業 

【地域共生社会推進課】 

地域住民の複雑化・複合化した生活課題に対応するため、既存の相談支

援等の取組を活かしつつ、包括的な相談支援、参加支援、地域づくりの

３つの支援を一体的に実施することにより、包括的な支援体制の整備を

推進する。 

生活困窮者自立相談支援事業 

【保護自立支援課】 

生活保護に至る前の段階で、様々な課題を抱える生活困窮者の相談に包

括的に応じ、各種事業の利用や関係機関との調整等により、自立に向け

た継続的な支援を行う。 

就労支援窓口における就労支援 

【雇用推進課】 

全区に就労支援窓口を設置し、生活保護受給者等の就労支援をハローワ

ークとの一体的支援により実施している。 

「自助グループ」による居場所づくり

支援 

【男女共同参画課、広島市男女共同参

画推進センター】 

困難を抱えた女性等が、体験を分かち合いながら問題解決に向けて自主

的に支えあう「自助グループ」の活動を支援する。 
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（2）ひとり親家庭等への支援の充実 

子育てと生計の維持を一人で担っているひとり親家庭の親等は、生活の様々な場面で制約があり、

とりわけ多くの母子家庭の母親においては、不安定な就業環境に置かれているなど、経済的にも厳し

い状況にあります。このため、ひとり親家庭の親等が子育てや家事と仕事を両立しつつ、自立した生

活が送れるよう、就業や子育て・生活、経済的な支援等に取り組みます。 

主な取組（事業名） 取組内容（事業内容） 

ひとり親家庭等の相談支援事業 

【こども青少年支援部】 

各区の福祉課に母子・父子自立支援員を配置し、ひとり親家庭等からの

相談への対応や自立に向けた指導・助言を行う。 

こども家庭センターの運営 

【こども青少年支援部】 

※再掲 

育児やこどもの成長・発達の問題などで困ったり悩んだりしている保護

者等に対し、家庭相談員や保健師等が相談に応じ、助言等を行うととも

に、必要に応じて、家庭訪問等のアウトリーチでの支援を実施する。ま

た、軽微な虐待ケースの対応等を行う。 

ひとり親家庭等就業支援事業 

【こども青少年支援部】 

母子家庭等就業・自立支援センターにおいて、ひとり親家庭の親等に対

し、就労に関する情報提供や相談、職業紹介等を行うとともに、キャリ

アカウンセラー等によるオンラインでの就業支援を実施する。 

自立支援教育訓練給付金事業 

【こども青少年支援部】 

ひとり親家庭の親の主体的な能力開発の取組を支援するため、教育訓練

講座の受講料を支給する。 

高等職業訓練促進給付金等事業 

【こども青少年支援部】 

ひとり親家庭の親の就職の際に有利で、経済的自立に効果的な資格（看

護師、介護福祉士、保育士など）の取得を促進するため、給付金を支給

する。 

ひとり親家庭等日常生活支援事業 

【こども青少年支援部】 

一時的に日常生活に支障があるひとり親家庭等に対し、家庭生活支援員

を派遣し、保育・日常生活の世話等を行う。 

ひとり親家庭等地域生活支援事業 

【こども青少年支援部】 

離婚前後において困難を抱える母子等を対象に、一定期間、母子生活支

援施設を活用し、離婚後の住まい・就業の支援や、家庭・生活環境を整

えるための支援を行う。 

児童扶養手当の支給 

【こども青少年支援部】 

ひとり親家庭等のこどもの福祉の増進を図るため、18 歳までの国内に住

む児童を養育している者等に対し、児童扶養手当の支給を行う。 

ひとり親家庭等に対する生活応援情報

提供事業 

【こども青少年支援部】 

ひとり親家庭等に対し、民間企業や地域団体が実施する文化、スポーツ

等の体験活動への招待や食品提供等の情報をＳＮＳを活用してブッシュ

配信する。 

生活困窮者自立相談支援事業 

【保護自立支援課】 

※再掲 

生活保護に至る前の段階で、様々な課題を抱える生活困窮者の相談に包

括的に応じ、各種事業の利用や関係機関との調整等により、自立に向け

た継続的な支援を行う。 

若者、女性等に対する就労支援事業 

【雇用推進課】 

※再掲 

若者、女性、就職氷河期世代等を対象とした就職相談窓口において、就

職や転職に向けた伴走型支援を実施する。 

就労支援窓口における就労支援 

【雇用推進課】 

※再掲 

全区に就労支援窓口を設置し、生活保護受給者等の就労支援をハローワ

ークとの一体的支援により実施している。 
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（3）高齢者、障害者が安心して暮らせる環境の整備 

高齢者や障害者が住み慣れた地域で安心して暮らすことができるよう、適切な相談支援体制の下、

それぞれの状況や希望に応じた介護、福祉サービス等による支援を行います。 

主な取組（事業名） 取組内容（事業内容） 

地域包括支援センター運営事業 

【地域包括ケア推進課】 

※再掲 

専門の職員（保健師、社会福祉士、主任ケアマネジャー等）が、介護予

防の支援をはじめ、高齢者の保健・医療・福祉などに関する様々な相談

に応じる。 

居宅介護（介護予防）サービス等の給

付【介護保険課】 

※再掲 

要介護・要支援の認定を受けた介護保険被保険者に対し、保険給付を行

う。 

自立支援給付 

【障害自立支援課】 

障害者総合支援法に基づき、障害者に対し、介護給付や訓練等給付など

を行う。 

地域生活支援事業 

【障害自立支援課】 

障害者総合支援法に基づき、障害者に対し、自立した日常生活又は社会

生活を営むことができるよう、地域の特性や利用者の状況に応じた事業

を行う。 

 

 

（4）外国人市民への支援の充実 

外国人市民が安心して暮らすことができるよう、情報提供や相談体制の充実を図るとともに、日本

語教育の充実を図ります。また、互いの文化や生活の理解が進むよう多文化共生意識の醸成にも取り

組みます。 

主な取組（事業名） 取組内容（事業内容） 

外国人市民向け生活情報提供事業 

【国際化推進課】 

本市に転入する外国人向けに、日常生活に必要な行政サービスや生活関

連情報をまとめた「外国人市民のための生活ガイドブック」を多言語で

作成し、ホームページに掲載するとともに、リーフレット版を各区役

所、公民館などで配布する。 

外国人市民の総合相談窓口の運営 

【国際化推進課】 

日本語の理解が十分でない外国人市民のために多言語（中国語、ポルト 

ガル語、スペイン語、ベトナム語、英語、フィリピノ語）で対応できる 

相談窓口を安芸郡 4 町（府中町、海田町、熊野町、坂町）と共同運営

し、窓口や電話での生活支援相談、生活関連情報の提供等を行う。 

外国人市民の日本語能力向上支援 

【国際化推進課】 

外国人市民が生活に必要な日本語能力を身に付けることができるよう、

日本語教育コーディネーターの配置や日本語講座、文化や習慣等の理解

のための講座の開催などを行うとともに、外国人を雇用する企業等から

の日本語教育等に関する相談に対応する。 

国際フェスタの開催 

【国際化推進課】 

広島市内の国際交流・協力団体の連携を強化するとともに、市民参加型

事業を行い、市民に国際交流・協力活動に親しみ、関心を高めてもら

う。 

留学生会館まつりの開催 

【国際化推進課】 

広島市留学生会館に居住している留学生とその家族を中心に留学生会館

まつりを開催し、市民と留学生の交流、多文化共生及び異文化理解を促

進する。 
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（5）多様な性のあり方への理解の促進と環境の整備 

多様な性のあり方に関する社会的理解を深めることは、誰もが尊重され、安心して暮らせる社会を

実現するために不可欠です。令和 5年（2023年）６月に施行された「性的指向及びジェンダーアイデ

ンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律」では、性的指向及びジェンダーアイデ

ンティティは性的マイノリティの方々に限らず全ての国民が有するものであることを前提に、全ての

国民がお互いの性的志向及びジェンダーアイデンティティの多様性に寛容な社会、言い換えれば性的

志向及びジェンダーアイデンティティの多様な在り方を互いに自然に受け入れられるような共生社会

の実現に資することを目的としています。性的マイノリティであることによって日常生活の中で困難

や悩み、生きづらさを感じている方々が、安心して自分らしく暮らせるよう、国や自治体、教育機関

などと連携して啓発等に取り組みます。 

主な取組（事業名） 取組内容（事業内容） 

人権啓発事業 

【人権啓発課】 

市民や企業等への意識啓発のため、広島法務局、広島人権擁護委員協議

会等と連携し、啓発事業（ヒューマンフェスタなどのイベントの開催

や、人権啓発資料の作成・配布等）を実施する。 

パートナーシップ宣誓制度 

【人権啓発課】 

パートナーシップ宣誓制度を実施することにより、性的マイノリティに

関する社会的理解の促進と性的マイノリティの方々が安心感を持って生

活できる社会の実現をより一層推し進める。 

男女共同参画の視点等を取り入れた指

定避難所運営のための支援 

【災害予防課、人権啓発課、男女共同

参画課】 

※再掲 

避難所を開設した際、男女共同参画や性的マイノリティの視点を取り入

れた避難所運営を確保するため、必要な指導・支援に努める。 

学校制服の男女共有化 

【指導第一課、指導第二課】 

学校において、性別にかかわらず自分に合った制服を選べる制服の共有

化を行う。 
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基本施策２ 生涯を通じた男女の健康の保持増進対策の推進 

（1）妊娠・出産期の健康の保持増進のための支援 

母子健康手帳交付などの機会を通じて、男女共同参画に関する啓発を行うとともに、妊産婦が安心

して出産・産後期を迎えられるよう、健康管理に関する情報提供や相談体制の充実を図ります。 

主な取組（事業名） 取組内容（事業内容） 

妊娠・出産包括支援事業 

【こども青少年支援部】 

各区のこども家庭センターに母子保健コーディネーターを配置し、助言

や情報提供等を行うとともに、産後 1 年未満の産婦を対象に、本市が委

託する訪問介護事業所等からヘルパーを派遣し、産婦の自宅で家事や育

児等の支援を行う。 

産後ケア事業 

【こども青少年支援部】 

産後 1 年未満（宿泊型は産後 6 か月まで）の産婦を対象に、自宅への助

産師の派遣や、本市が委託する産科医療機関等での宿泊や通所により、

母体・乳児のケアや育児に関する指導等を行う。 

 

 

（2）更年期・高齢期の健康の保持増進のための支援 

生活習慣病の予防や健康に関する正しい知識の普及は、更年期や高齢期を健やかに過ごすために重

要です。そのため、食生活の改善、適度な運動、禁煙・節酒など、生活習慣の見直しを促す啓発活動

を推進します。 

主な取組（事業名） 取組内容（事業内容） 

健康増進事業 

【健康推進課】 

心身の健康に関する個別の相談に応じ、必要な保健指導及び助言を行

い、生活習慣病の予防を図る。 

骨粗しょう症検診の受診勧奨 

【健康推進課】 

骨粗しょう症検診の受診率を向上させるために、チラシ等の作成や世界

骨粗しょう症デーに合わせてライトアップを行う。 

 

 

（3）性差医療の推進 

性差に応じて安心して医療や検診を受けることのできる環境を整備するとともに、特に受診機会の

少ない女性に対して、健康診査の受診機会の充実を図ります。 

主な取組（事業名） 取組内容（事業内容） 

がん検診の受診勧奨 

【健康推進課】 

がん検診に対する意識向上を図るため、広報紙、ホー ムページ、健康教

室等において受診を呼びかける。また、特定の年齢に達した市民に対

し、がん検診の無料クーポン券等を配布する。 

骨粗しょう症検診の受診勧奨 

【健康推進課】 

※再掲 

骨粗しょう症検診の受診率を向上させるために、チラシ等の作成や世界

骨粗しょう症デーに合わせてライトアップを行う。 
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基本施策３ 性と生殖に関する健康と権利の浸透 

（1）啓発の推進 

「リプロダクティブ・ヘルス/ライツ」（性と生殖に関する健康と権利）の視点を重視し、誰もが

自分らしく生きられる社会の実現を目指すため、性や健康に関する教育の充実や学習機会の提供を行

い、正しい知識を得て認識が深められるように取り組みます。 

また、フェムテックを含む情報の提供等に取り組み、男女ともに一人一人が自分の健康を守り育て

る意識の醸成を図ります。 

主な取組（事業名） 取組内容（事業内容） 

思春期保健教育 

【健康教育課】 

学校において、学習指導要領に基づき、体育科等の保健学習の時間を通

じて、発達段階に応じた学習を実施する。 

男女共同参画推進センターにおける生

理講座等の開催 

【広島市男女共同参画推進センター】 

広島市男女共同参画推進センター（ゆいぽーと）において、男性のため

の「生理講座」などを開催し、女性の生理や更年期障害について基本的

な知識を学ぶ講義を行う。 

男女共同参画推進センターにおける

「女性のためのなんでも相談」の実施 

【広島市男女共同参画推進センター】 

※再掲 

広島市男女共同参画推進センター（ゆいぽーと）において、女性相談員

による「女性のためのなんでも相談」を行う。 

女性の健康を支えるための取組の促進 

【男女共同参画課、健康推進課】 

女性特有の健康課題に対する理解を深めるための周知・啓発を行う。ま

た、フェムテックやフェムケアに関するイベントを支援する。 
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【基本的な考え方】 

性犯罪・性暴力、配偶者等への暴力、ストーカー行為、セクシュアルハラスメント等は、個人の尊厳

を踏みにじり、安全で安心な暮らしを妨げる大きな要因となることから、これらのジェンダーに基づく

暴力の根絶は男女共同参画社会を形成していく上で克服すべき重要な課題です。 

近年では、こどもや若者に対する性犯罪・性暴力等の被害が深刻化しており、デジタル化の進展やＳ

ＮＳなどのコミュニケーションツールの広がりに伴い、リベンジポルノやデジタル性暴力、オンライン

でのハラスメントなど、被害の形態は一層多様化しています。こうした、新たな形態の暴力に対して

も、迅速かつ的確に対応していく必要があります。 

また、令和６年度（2024年度）に実施した男女共同参画社会の実現に向けたアンケート調査では、過

去 5年間に配偶者や交際相手から暴力を受けた経験があると回答した人が全体の 14％に上りました。被

害者は女性のみならず、男性の被害者も少なくないことから、性別を問わずあらゆる暴力を容認しない

姿勢を示していくことが重要になります。 

性暴力・性犯罪を始めとするあらゆる暴力の根絶に向けては、特に若い世代からの理解の促進が重要

であり、若年層にとっての身近なＳＮＳなどのデジタルメディアを活用するなど、暴力の根絶に向けた

啓発や正しい知識の普及に重点的に取り組んでいきます。また、被害者が一人で悩みを抱え込むことが

なく、安心して身近な相談窓口に相談できるよう、相談窓口の周知・徹底を図るとともに、関係機関の

連携を強化して、被害者への支援に取り組んでいきます。 

 

 

 

指  標 
現状値 

（R6 年度） 
目標値 

ＤＶの相談窓口を知っている人の割合を増やす 
女性：49.5% 

男性：45.2% 

女性：60.0% 

男性：55.0% 

｢デートＤＶ」の言葉と内容を知っている若者の割合を増やす 52.8% 60.0% 

ＤＶの相談件数を増やす 1,058 件 1,500 件 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

施策の指標 

関連するＳＤＧｓ 

性犯罪・性暴力を始めあらゆる暴力の根絶と被害者への支援 

基本方針４ 



39 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 

 

基本施策１ 性犯罪・性暴力を始めあらゆる暴力根絶のための認識の徹底と対応 

（1）性犯罪・性暴力を始めあらゆる暴力の根絶に向けた対策の推進 

性犯罪・性暴力は、被害者の尊厳を踏みにじる悪質な犯罪です。また、同意のない性的な行為は、

性暴力であり、年齢・性別にかかわらず起こりうる重大な人権侵害です。「性的同意」に関する理解

を深めるための啓発に取り組むとともに、性犯罪・性暴力被害者のため、性被害ワンストップセンタ

ーひろしまを始めとした相談機関と連携して、相談支援を実施します。 

さらに、犯罪による被害を受けた方や暴力による悩みを抱える方が安心して暮らすことができるよ

う、相談機関の周知を徹底するとともに、相談体制の充実を図ります。 

主な取組（事業名） 取組内容（事業内容） 

デートＤＶ防止対策 

【男女共同参画課】 

デートＤＶに対する正しい理解と予防啓発を目的とした内容のリーフレ

ットを作成し、市内の高校、大学等に配布する。 

犯罪被害者等総合相談 

【市民安全推進課】 

犯罪被害者等からの相談や問合せに対し、庁内関係課の各種支援制度の

案内を行うとともに、必要に応じて庁外関係機関、団体に関する情報提

供や橋渡しなどを行う。 

広島市安全なまちづくり推進協議会の

開催 

【市民安全推進課】 

※再掲 

犯罪の起こりにくい安全なまちづくりに関する施策等について、学識経

験者、各種団体の関係者などで審議を行う。 

配偶者暴力相談支援センター（ＤＶセ

ンター）の運営 

【男女共同参画課】 

女性相談員によるＤＶ被害者の安全確保・保護、支援情報の提供、自立

生活促進のための支援などを行う。 

 

 

（2）啓発の推進及び教育・学習の充実 

性犯罪・性暴力、リベンジポルノ、売買春、ストーカー行為など、あらゆる暴力を許さない社会の

実現に向け、啓発活動を積極的に推進します。あわせて、関係機関と連携し、被害の早期発見と被害

者への切れ目のない支援体制を強化します。 

暴力の予防と根絶のための基盤づくりとして、若年層に対して、ＳＮＳ等を活用したデートＤＶ防

止のための予防啓発の拡充、教育・学習の充実を図ります。また、インターネット上での性的な暴力

やハラスメントの加害者にも被害者にもならないために、ＩＣＴリテラシーやメディア・リテラシー

の向上を目的とした取組を推進します。 

主な取組（事業名） 取組内容（事業内容） 

「女性に対する暴力をなくす運動」の

実施 

【男女共同参画課】 

チラシをセットにした啓発用品を女性団体と連携して街頭で配布する。

また、運動期間中に合わせてパープルライトアップを行う。 

デートＤＶ防止対策 

【男女共同参画課】 

※再掲 

デートＤＶに対する正しい理解と予防啓発を目的とした内容のリーフレ

ットを作成し、市内の高校、大学等に配布する。 

ＳＮＳを活用した男女共同参画に係る

啓発事業 

【男女共同参画課】 

若年層が気軽に読むことができる漫画による男女共同参画に関するテー

マの啓発コンテンツを作成し、男女共同参画課の公式 Instagram や本市

がアカウントを持つＳＮＳ（LINE、X） に掲載することにより、男女共

同参画に係る啓発を図る。 
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中学生向け男女共同参画啓発用冊子の

作成【男女共同参画課】 

啓発用冊子を市内の中学校に配布し、授業やホームルームの時間を通じ

て活用することで、男女共同参画について、若年層からの意識啓発を図

る。 

「減らそう犯罪」推進事業 

【市民安全推進課】 

区民大会や公民館での防犯講習会の開催、防災情報メールや市の公式

LINE による不審者情報等の提供、市立中学校での犯罪被害等防止教室の

実施、防犯活動団体への防犯資機材の提供、一家一事業所一点灯運動の

推進などの取組を行い、市民、事業者及び行政が連携・協働して、犯罪

の起こりにくい安全なまちづくりを推進する。 

犯罪被害等防止教室 

【市民安全推進課】 

中学校で開催する犯罪被害防止教室の中で、デジタル性犯罪の防止に向

けた講義を行う。 

こどもの安全対策推進事業 

【健康教育課】 

地域におけるこどもの見守り活動の促進等に取り組む。 

安全教育推進事業 

【健康教育課】 

学校において、日常生活で起こる事件・事故や様々な自然災害に関する

安全教育の推進を図る。 
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基本施策２ 配偶者等からの暴力の防止と被害者への支援の充実 

（1）配偶者等からの暴力を許さない市民意識の醸成 

ＤＶは、犯罪となる行為を含む重大な人権侵害であり決して許されるものでなく、それが社会的な

問題であるという認識を徹底し、広く浸透させる必要があります。そのため、ＤＶに関する正しい知

識を広め、暴力を許さない社会的風土の醸成を図ります。 

また、被害者の早期発見と早期対応を可能とするため、ＤＶに関する通報や相談窓口を、民生委

員・児童委員等を始め広く市民に周知するとともに、デートＤＶの防止や将来のＤＶの防止を図るに

は、若い世代に対する教育や啓発が有効であることから、ＳＮＳを活用した啓発を行うなど、若年層

を中心とした周知・啓発に取り組みます。 

主な取組（事業名） 取組内容（事業内容） 

「女性に対する暴力をなくす運動」の

実施 

【男女共同参画課】 

※再掲 

チラシをセットにした啓発用品を女性団体と連携して街頭で配布する。

また、運動期間中に合わせてパープルライトアップを行う。 

ＤＶ防止啓発リーフレット等の作成 

【男女共同参画課】 

ＤＶに対する認識の浸透、徹底を図るとともに、ＤＶ相談窓口を周知す

るため、ＤＶ防止啓発リーフレット及びＤＶ被害者支援携帯用カード等

を作成・配布する。 

ＤＶ防止対策に関する市民向けセミナ

ーの実施 

【男女共同参画課】 

女性団体などからなる「広島市女性団体連絡会議（広島ＷＥＮＥＴ）」

主催によるＤＶ防止対策等に関するセミナーを支援する。 

ＤＶ防止啓発に係る広告掲載 

【男女共同参画課】 

ＤＶ防止についての啓発及び相談窓口の周知を目的として商店街におい

てアーケード幕を掲出し、男女問わず様々な年代の市民に向けた啓発を

図る。 

デートＤＶ防止対策 

【男女共同参画課】 

※再掲 

デートＤＶに対する正しい理解と予防啓発を目的とした内容のリーフレ

ットを作成し、市内の高校、大学等に配布する。 

ＳＮＳを活用した男女共同参画に係る

啓発事業 

【男女共同参画課】 

※再掲 

若年層が気軽に読むことができる漫画による男女共同参画に関するテー

マの啓発コンテンツを作成し、男女共同参画課の公式 Instagram や本市

がアカウントを持つＳＮＳ（LINE、X） に掲載することにより、男女共

同参画に係る啓発を図る。 

中学生向け男女共同参画啓発用冊子の

作成 

【男女共同参画課】 

※再掲 

啓発用冊子を市内の中学校に配布し、授業やホームルームの時間を通じ

て活用することで、男女共同参画について、若年層からの意識啓発を図

る。 

 

 

（2）被害者への相談支援の充実 

ＤＶセンターにおいて、性別や国籍・障害の有無等を問わず、ＤＶ被害者からの相談に応じるとと

もに、被害者の状況により必要に応じて弁護士による法律相談や臨床心理士によるカウンセリングを

実施します。 

また、ＤＶ関係機関相互の連携を図り、ＤＶの防止から被害者への適切な支援の取組みを推進する

ため、広島市ＤＶ対策関係機関連絡会議を開催し、情報交換・情報共有や事例検討等を行います。 
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さらに、相談員の知識や技術の向上を図るため、定期的に研修を受講するとともに、相談員自身が

二次受傷（被害者から深刻な被害状況等について多くの話を聞くうちに、自ら同様の心理状態に陥る

こと）などにより心の問題を抱えることがないよう、スーパーバイザー等による相談員の研修を実施

します。 

このほか、ＤＶ被害者からの相談を受ける機会が多い窓口業務に携わる職員や福祉関係職員等を対

象に、ＤＶの特性の理解や、相談窓口におけるＤＶ被害者への適切な対応、二次的被害（相談や保護

等の過程において、ＤＶの特性や被害者の置かれた立場を理解しない職務関係者の不適切な言動で更

に傷つくこと）の防止などを目的とした研修を実施します。 

主な取組（事業名） 取組内容（事業内容） 

配偶者暴力相談支援センター（ＤＶセ

ンター）の運営 

【男女共同参画課】 

※再掲 

女性相談員によるＤＶ被害者の安全確保・保護、支援情報の提供、自立

生活促進のための支援などを行う。 

ドメスティック・バイオレンス（Ｄ

Ｖ）対策関係機関連絡会議の開催 

【男女共同参画課】 

ＤＶ対策関係機関連絡会議を開催し、広島市域のＤＶ対策関係機関によ

る情報交換、協議等を行う。 

相談員研修会の実施 

【男女共同参画課】 

※再掲 

相談員に対し専門的知識を有するアドバイザーによる助言及びカウンセ

リングを行うことにより、ＤＶ被害者に対する支援の充実につなげる。 

窓口業務に携わる職員等への研修会の

実施 

【男女共同参画課】 

※再掲 

窓口業務に携わる職員等を対象としたＤＶ被害者への適切な対応や二次

被害防止等のための研修を実施する。 

ＤＶ専門法律相談事業 

【男女共同参画課】 

ＤＶセンターにおいて、登録弁護士によるＤＶに関連する法律相談を実

施する。 

 

 

（3）被害者の保護体制の充実 

被害者の状況から一時保護が必要な場合、ＤＶセンター等から県の女性相談支援センターに保護を

依頼し、被害者と女性相談支援センターへ同行して支援するほか、県の女性相談支援センターでの一

時保護が困難な場合は、宿泊等を含む緊急的な一時保護を実施するなど、被害者の安全確保に努めま

す。 

また、被害者の生命又は身体の安全を確保するのに有効な保護命令制度については、令和 6年

（2024年）4月に、申立てができる被害者の拡大や保護命令の種類の拡大、命令の有効期間の延長、

保護命令違反に対する罰則が厳罰化されており、ＤＶセンターにおいては、こうした情報提供や保護

命令の申立てについての助言、書面作成支援や地方裁判所への同行支援を行います。 

さらに、被害者保護の観点から、関係機関が連携して住民基本台帳の閲覧等の制限など被害者の個

人情報の管理を徹底します。 

主な取組（事業名） 取組内容（事業内容） 

ＤＶ被害者の緊急時における一時保護 

【男女共同参画課】 

面接相談等により緊急一時保護が必要だと判断した場合、県や民間シェ

ルターへ一時保護を依頼する。 

民間シェルター支援 

【男女共同参画課】 

民間シェルターの運営の安定を図るため、運営費を助成する。 
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住民基本台帳の閲覧等の制限 

【区政課】 

被害者の情報を保護するため、住民基本台帳の閲覧等の制限を行う。ま

た、被害者の安全の確保のため、被害者支援に関わる関係機関などに対

し、被害者及びその関係者に関する情報管理を徹底する。 

 

 

（4）被害者の自立支援の充実 

ＤＶ被害者は、暴力による心身の傷だけでなく、居住場所の確保や経済的困窮、こどもの養育な

ど、複合的な困難を抱えることが少なくありません。こうした状況からの回復と自立を支えるため、

住居の確保や就労支援、生活資金の支援をはじめ、こどもの養育を含めた生活全般に関する相談や助

言を行い、被害者一人一人の状況に応じたきめ細かな支援を進めます。 

主な取組（事業名） 取組内容（事業内容） 

犯罪被害者等見舞金支給事業 

【市民安全推進課】 

犯罪被害者等への応急的な経済的支援として、見舞金を支給する。ただ

し、犯罪被害者等と加害者との間に親族関係が破綻していたと認められ

る事情がある場合に限る。 

犯罪被害者等日常生活等支援事業 

【市民安全推進課】 

犯罪被害により日常生活等に支障が生じている犯罪被害者等に対して日

常生活等支援に要する費用を助成する。ただし、犯罪被害者等と加害者

との間に親族関係が破綻していたと認められる事情がある場合に限る。 

市営住宅入居に係る優遇措置の実施 

【住宅政策課】 

市営住宅入居に係る優遇措置に加え、緊急の住宅確保要望に対応するた

め、市営住宅の一時使用許可を行う。 

ひとり親家庭等の相談支援事業 

【こども青少年支援部】 

※再掲 

各区の福祉課に母子・父子自立支援員を配置し、ひとり親家庭等からの

相談への対応や自立に向けた指導・助言を行う。 

ひとり親家庭等就業支援事業 

【こども青少年支援部】 

※再掲 

母子家庭等就業・自立支援センターにおいて、ひとり親家庭の親等に対

し、就労に関する情報提供や相談、職業紹介等を行うとともに、キャリ

アカウンセラー等によるオンラインでの就業支援を実施する。 

自立支援教育訓練給付金事業 

【こども青少年支援部】 

※再掲 

ひとり親家庭の親の主体的な能力開発の取組を支援するため、教育訓練

講座の受講料を支給する。 

高等職業訓練促進給付金等事業 

【こども青少年支援部】 

※再掲 

ひとり親家庭の親の就職の際に有利で、経済的自立に効果的な資格（看

護師、介護福祉士、保育士など）の取得を促進するため、給付金を支給

する。 

ひとり親家庭等日常生活支援事業 

【こども青少年支援部】 

※再掲 

一時的に日常生活に支障があるひとり親家庭等に対し、家庭生活支援員

を派遣し、保育・日常生活の世話等を行う。 

母子生活支援施設入所措置 

【こども青少年支援部】 

母子家庭等の自立に向けて、母とこどもを共に母子生活支援施設に保護

し、生活支援、住宅支援、教育支援、就職支援等を行う。 

身元保証人確保対策事業 

【こども青少年支援部】 

児童養護施設、母子生活支援施設等への入所等をしているこども又は女

性に対し、安心して大学進学や就職、アパート等を賃借することができ

るよう、身元保証人を確保するための保険料を負担する。 

こども家庭センターの運営 

【こども青少年支援部】 

※再掲 

育児やこどもの成長・発達の問題などで困ったり悩んだりしている保護

者等に対し、家庭相談員や保健師等が相談に応じ、助言等を行うととも

に、必要に応じて、家庭訪問等のアウトリーチでの支援を実施する。ま

た、軽微な虐待ケースの対応等を行う。 
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（5）関係機関との連携の強化 

ＤＶ被害者に対する相談支援や保護体制・自立支援の充実を図るには、ＤＶセンターと警察、女性

相談支援センター、児童相談所、福祉事務所など関係する機関で支援制度等の情報の共有化を図り、

切れ目のない支援が行えるよう、連携を強化する必要があります。 

このため、ＤＶセンターにおいて、相談者の状況に応じた適切な機関の紹介を行うとともに、必要

に応じて同行支援を行うなど、ＤＶ被害者の負担の軽減と円滑な支援の実施に取り組みます。 

また、ＤＶ対策関係機関連絡会議を開催し、関係機関相互の情報交換・情報共有や事例検討等を行

うほか、ＤＶと児童虐待に密接な関連がある状況を踏まえて、ＤＶセンターの要保護児童対策地域協

議会への参加など、ＤＶセンターと児童相談所のより一層の連携強化を図ります。 

さらに、ＤＶの加害者、傍観者とならないために、若年層への教育や啓発を行うとともに、ＤＶ加

害者を対象としたＤＶ相談窓口等の周知を行うなど、加害防止にも取り組んでいきます。 

主な取組（事業名） 取組内容（事業内容） 

ドメスティック・バイオレンス（Ｄ

Ｖ）対策関係機関連絡会議の開催 

【男女共同参画課】 

※再掲 

ＤＶ対策関係機関連絡会議を開催し、広島市域のＤＶ対策関係機関によ

る情報交換、協議等を行う。 

要保護児童対策地域協議会の運営 

【児童相談所】 

※再掲 

医師会、警察、弁護士会、民生委員児童委員協議会等の関係機関で構成

する「要保護児童対策地域協議会」において、支援対象児童等に関する

情報を共有化するとともに、支援対象児童等の早期発見と適切な保護及

び支援に取り組む。 

「減らそう犯罪」推進事業 

【市民安全推進課】 

※再掲 

区民大会や公民館での防犯講習会の開催、防災情報メールや市の公式

LINE による不審者情報等の提供、市立中学校での犯罪被害等防止教室の

実施、防犯活動団体への防犯資機材の提供、一家一事業所一点灯運動の

推進などの取組を行い、市民、事業者及び行政が連携・協働して、犯罪

の起こりにくい安全なまちづくりを推進する。 
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基本施策３ セクシュアル・ハラスメントの防止と被害者への支援の充実 

（1）防止対策の推進 

セクシュアル・ハラスメントは、上下関係に基づく影響力を背景とする性犯罪等の犯罪となる重大

な人権侵害を含む行為であり、個人の尊厳や人格を傷つけるものです。セクシュアル・ハラスメント

に関する認識を深め、その行為を防止するため、事業者や労働者に対して啓発や情報提供を行いま

す。 

また、本市におけるセクシュアル・ハラスメントの防止に向け、職員や教員を対象とした研修の充

実を図るとともに、適切な指導を徹底します。 

主な取組（事業名） 取組内容（事業内容） 

事業所向け男女共同参画支援講座の開

催 

【男女共同参画課】 

※再掲 

市内の事業所等の研修会に専門の講師を派遣し、女性の能力発揮や職域

拡大、職業生活と家庭生活の両立など、男女共同参画に関する講座を実

施することで、男女共に働きやすい職場環境づくりを支援する。 

セクシュアル・ハラスメント等の防止

に関する職員研修の実施 

【人事課、研修センター】 

毎年、全職員対象に実施する公務員倫理に関する研修において、セクハ

ラ防止等の研修を行う。 

セクシュアル・ハラスメント等の防止

に関する教職員研修の実施 

【教育センター】 

中堅教諭等資質向上研修において、セクハラ防止等の研修を実施する。 

 

 

（2）被害者への支援 

セクシュアル・ハラスメントに関する相談窓口を周知するとともに、労働局など関係機関と連携す

ることにより、セクシュアル・ハラスメントの被害者を支援するための相談体制の整備・充実に向け

た取組を推進します。 

主な取組（事業名） 取組内容（事業内容） 

男女共同参画推進センターにおける

「女性のためのなんでも相談」の実施 

【広島市男女共同参画推進センター】 

※再掲 

広島市男女共同参画推進センター（ゆいぽーと）において、女性相談員

による「女性のためのなんでも相談」を行う。 

男女共同参画推進センターにおける

「男性のためのなんでも相談」の実施 

【広島市男女共同参画推進センター】 

※再掲 

広島市男女共同参画推進センター（ゆいぽーと）において、男性相談員

による「男性のためのなんでも相談」を行う。 
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【基本的な考え方】 

男女共同参画社会基本法では、その前文において、「男女共同参画社会とは、男女が互いにその人権

を尊重しつつ責任も分かち合い、性別にかかわりなく個性と能力を十分に発揮できる社会」としてお

り、こうした社会を実現するためには、市民一人一人の人権意識を醸成し、人権尊重社会の形成を図る

とともに、男女共同参画に関する認識を深め、定着させることが重要です。 

このため、これまで本市では、人権尊重への理解の促進や男女共同参画に関する学習支援・啓発など

様々な施策に取り組んできました。令和６年度（2024年度）に実施した男女共同参画社会の実現に向け

たアンケート調査では、社会全体での男女の地位の平等について「男性優遇」と回答した人の割合は

71.6%となり、依然として「男性優遇」との回答が多い状況です。こうした背景には、長年にわたり

人々の中に形成された固定的な性別役割分担意識や性差に関する偏見・固定観念、無意識の思い込み

（アンコンシャス・バイアス）があり、それらによって価値観や慣習が形成されていることが挙げられ

ます。 

また、令和６年度の市民意識調査では、「男は仕事、女は家庭」といった性別によって役割を固定す

る考え方について、「同感する」と回答した割合は、全体では 24.4％となり、依然として人々の間に固

定的な性別役割分担意識が根強く残っていると言えます。こうした意識や固定観念等は、往々にして幼

少の頃から長年にわたり形成されてきており、女性と男性いずれにも存在するもので、男女共同参画社

会の実現を阻害する大きな要因となっています。 

一人一人の意識が変わり、従来の性別による固定観念に捉われなくなることで、男女が互いに尊重し

ながら、長い人生の中で主体的で多様な選択が可能となり、自分らしく生きることにつながります。こ

うした男女双方の意識改革と理解の促進を図るため、男女共同参画に関する生涯学習の充実や広報・啓

発活動をより一層進めていく必要があります。 

そして、未来を担うこども達が、人権尊重の理念に基づく男女共同参画についての意識を育み高め、

自然に実践できる大人に育っていくよう、学校における教育の充実や家庭における教育の支援を推進し

ます。 

さらに、世界平和の実現に向けた平和の発信者としての被爆地ヒロシマの市民による男女共同参画の

視点からの国際交流、国際協力や平和活動を推進します。 

 

 

 

指  標 
現状値 

（R6 年度） 
目標値 

社会全体でみた場合の男女の地位が平等になっていると感じる男女それぞれの割合を

増やす 

女性：8.6% 

男性：14.7% 

計画策定時

（R7）の実績

値以上 

固定的な性別役割分担意識を持たない男女それぞれの割合を増やす 
女性：76.7% 

男性：63.2% 

計画策定時

（R7）の実績

値以上 

施策の指標 

男女の人権を尊重する市民意識の醸成 

基本方針５ 
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全ての人の人権を大切にし、それを日常生活の中で態度や行動に表している市民の割

合を増やす 
75.0% 80.0% 

男女共同参画推進センターで開催される講座の参加者数を増やす 

（年間の講座の人数） 
477 人 600 人 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

関連するＳＤＧｓ 
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基本施策１ 互いの人権を尊重し合う教育や啓発の推進 

（1）互いの人権を尊重し合う教育や啓発の推進 

全ての市民が相互に認め合い、支え合う人権尊重社会の形成のためには、市民一人一人の人権尊重

への理解の促進、人権意識の向上が重要です。性別、年齢、障害の有無、人種、性的指向・性自認な

どの違いを認め合い、多様性を受容し、尊重する教育や啓発を通じて、一人一人の人権尊重への理解

の促進を図ります。 

主な取組（事業名） 取組内容（事業内容） 

人権啓発事業 

【人権啓発課】 

※再掲 

市民や企業等への意識啓発のため、広島法務局、広島人権擁護委員協議

会等と連携し、啓発事業（ヒューマンフェスタなどのイベントの開催

や、人権啓発資料の作成・配布等）を実施する。 

幼稚園・学校における人権教育の推進

や家庭科教育などの充実 

【指導第一課、指導第二課】 

こども達が「自分の大切さとともに他の人の大切さを認めること」がで

きるようにするため、幼稚園・学校における人権教育の充実を図るとと

もに、家庭科や道徳科など、教育活動全体を通じて、互いの違いや多様

性を理解・尊重し、共生・協働する力を育むための学習を実施する。 
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基本施策２ 男女共同参画推進拠点施設における取組の推進 

（1）男女共同参画推進センターにおける取組の推進 

令和 7年（2025年）に男女共同参画社会基本法が改正され、男女共同参画社会の形成を促進するた

め、地方公共団体は、関係者相互間の連携と協働を促進するための拠点となる男女共同参画センター

の機能を担う体制の確保に努めることが明記されました。本市の男女共同参画推進の拠点施設である

「男女共同参画推進センター（ゆいぽーと）」では、男女共同参画に関する普及啓発、講座の開催、

相談、調査研究、情報の収集及び提供、活動及び交流の場の提供など、様々な事業を展開していま

す。今後は、法改正の趣旨を踏まえ、より効果的な情報発信を図るとともに、市民のニーズを的確に

捉えた事業を積極的に推進します。また、独立行政法人男女共同参画機構など様々な関係機関等と連

携して、関係機関とのネットワークの構築や人材育成など、男女共同参画推進センターの機能強化に

も取り組んでいきます。 

主な取組（事業名） 取組内容（事業内容） 

男女共同参画推進センター（ゆいぽー

と）の運営 

【男女共同参画課】 

男女共同参画を推進するため、男女共同参画に関する普及啓発、講座・

研修の実施、活動の場の提供等を行う。 

男女共同参画推進センターにおける

「女性のためのなんでも相談」の実施 

【広島市男女共同参画推進センター】 

※再掲 

広島市男女共同参画推進センター（ゆいぽーと）において、女性相談員

による「女性のためのなんでも相談」を行う。 

男女共同参画推進センターにおける

「男性のためのなんでも相談」の実施 

【広島市男女共同参画推進センター】 

※再掲 

広島市男女共同参画推進センター（ゆいぽーと）において、男性相談員

による「男性のためのなんでも相談」を行う。 

男女共同参画推進センターにおける女

性の就労支援 

【広島市男女共同参画推進センター】 

※再掲 

広島市男女共同参画推進センター（ゆいぽーと）において、女性の就労

支援に関する相談や講座を開催する。 

男女共同参画推進センターにおける講

座・研修の実施 

【広島市男女共同参画推進センター】 

広島市男女共同参画推進センター（ゆいぽーと）において、仕事と家庭

の両立、女性の活躍推進、女性の政治参画など男女共同参画に関する講

座・研修を実施する。 

男女共同参画推進員の活動支援 

【広島市男女共同参画推進センター】 

広島市男女共同参画推進センター（ゆいぽーと）において、男女共同参

画に関する市民の学習の支援や、啓発活動の担い手として、推進員が行

う活動を支援する。 

男女共同参画フォーラムの開催 

【広島市男女共同参画推進センター】 

広島市男女共同参画推進センター（ゆいぽーと）において、男女共同参

画に関する普及啓発を目的に、講演や意見交換等を行う。 
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基本施策３ 男女共同参画の視点からの広報・啓発活動の推進 

（1）広報・啓発活動の推進と男女共同参画の視点からの適切な表現の徹底 

男女の固定的な性別役割分担意識を解消し、男女共同参画に関する理解の促進を図るため、ＳＮＳ

を始めとする様々な媒体を活用し、継続的かつ効果的な広報・啓発活動を展開します。 

 また、市刊行物等の作成に当たり、男女共同参画の視点からの適切な表現が使用されるよう、公的

広報ガイドラインを作成し、適切な表現の徹底を図ります。 

主な取組（事業名） 取組内容（事業内容） 

男女共同参画啓発リーフレットの作成 

【男女共同参画課】 

※再掲 

男女が互いに尊重し合い、性別にかかわらず個性と能力を発揮できる社

会の実現を目指すためのリーフレットを作成し、啓発を行う。 

男女共同参画週間における啓発活動 

【男女共同参画課】 

毎年 6 月の男女共同参画週間に合わせ、区役所等での啓発パネル展示

や、広島駅南口地下広場の大型ディスプレイでの啓発メッセージの配信

など、一般に向けた啓発を行う。 

ＳＮＳを活用した男女共同参画に係る

啓発事業 

【男女共同参画課】 

※再掲 

若年層が気軽に読むことができる漫画による男女共同参画に関するテー

マの啓発コンテンツを作成し、男女共同参画課の公式 Instagram や本市

がアカウントを持つＳＮＳ（LINE、X） に掲載することにより、男女共

同参画に係る啓発を図る。 

男女共同参画課公式ＳＮＳの運用 

【男女共同参画課】 

若い世代に対して、本市の女性活躍推進に係る取組や男女共同参画の啓

発に係る情報発信を強化するため、若い世代への情報発信に有効なツー

ルとなっているＳＮＳ（Instagram）を活用し、女性活躍を進める企業の

情報や男女共同参画に関する啓発、デートＤＶ防止啓発漫画等を積極的

に発信する。 

男女共同参画の視点からの公的広報ガ

イドラインの作成 

【男女共同参画課】 

職員向けの「男女共同参画の視点からの公的広報ガイドライン」を作成

し、市刊行物等の作成に当たり、男女共同参画の視点からの適切な表現

の徹底を図る。 
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基本施策４ こどもの頃からの男女共同参画を推進する教育の充実 

（1）就学前・学校教育等における男女共同参画に関する教育の推進 

こどもが、固定的な性別役割分担意識に捉われず、自分らしい生き方を選択できるよう、あらゆる

機会を通じて男女共同参画の視点からの教育を推進するとともに、学校教育関係者等に対する男女共

同参画についての研修・啓発の充実を図ります。 

また、インターネット上での性的な暴力やハラスメントの加害者にも被害者にもならないため、関

係機関と連携して、ＩＣＴリテラシーやメディア・リテラシー向上のための取組を推進します。 

主な取組（事業名） 取組内容（事業内容） 

小中学生向け男女共同参画啓発用冊子

の作成 

【男女共同参画課】 

啓発用冊子を市内の全小学校の 5 年生、全中学校の 2 年生に配布し、授

業やホームルームの時間を通じて活用することで、男女共同参画につい

て、若年層からの意識啓発を図る。 

ＳＮＳを活用した男女共同参画に係る

啓発事業 

【男女共同参画課】 

※再掲 

若年層が気軽に読むことができる漫画による男女共同参画に関するテー

マの啓発コンテンツを作成し、男女共同参画課の公式 Instagram や本市

がアカウントを持つＳＮＳ（LINE、X） に掲載することにより、男女共

同参画に係る啓発を図る。 

男女共同参画課公式ＳＮＳの運用 

【男女共同参画課】 

※再掲 

若い世代に対して、本市の女性活躍推進に係る取組や男女共同参画の啓

発に係る情報発信を強化するため、若い世代への情報発信に有効なツー

ルとなっているＳＮＳ（Instagram）を活用し、女性活躍を進める企業の

情報や男女共同参画に関する啓発、デートＤＶ防止啓発漫画等を積極的

に発信する。 

理工系分野への女性参画推進に関する

啓発の推進 

【男女共同参画課】 

※再掲 

女子中高生等の理工系分野への進路選択を促進するための啓発を行う。 

幼稚園・学校における人権教育の推進

や家庭科教育などの充実 

【指導第一課、指導第二課】 

※再掲 

こども達が「自分の大切さとともに他の人の大切さを認めること」がで

きるようにするため、幼稚園・学校における人権教育の充実を図るとと

もに、家庭科や道徳科など、教育活動全体を通じて、互いの違いや多様

性を理解・尊重し、共生・協働する力を育むための学習を実施する。 

男女平等教育に関する指導計画の作成 

【指導第一課、指導第二課】 

広島市男女共同参画推進条例や学習指導要領を踏まえ、社会科や家庭

科、道徳科、特別活動の時間など、教育活動全体を通じて、児童生徒の

発達段階に応じ、人権の尊重、男女の平等、男女の相互理解と協力の重

要性、家庭生活の大切さなどについて指導する。 

児童生徒の情報活用能力の育成 

【指導第一課、指導第二課】 

児童生徒の発達段階に応じて、情報に関する必要な知識や技術等を身に

付けるための授業を行うとともに、ＩＣＴを利活用する上で身に付けて

おくべき態度や考え方を育成するため、情報モラル教育に取り組む。 

電子メディアとこどもたちとの健全な

関係づくりの推進事業 

【こども青少年支援部】 

学校、家庭等と連携し、スマートフォン等の使用時間や睡眠時間等のル

ールづくりができるワークシートを活用しながら、10 オフ運動を推進す

る。また、電子メディアに関する講習会を開催するとともに、スマート

フォン販売店を通じて保護者等に対し、フィルタリングやペアレンタル

コントロールなどのサービスの活用を周知・啓発する。 

犯罪被害等防止教室 

【市民安全推進課】 

※再掲 

中学校で開催する犯罪被害防止教室の中で、デジタル性犯罪の防止に向

けた講義を行う。 
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（2）家庭における男女共同参画に関する教育の支援 

家族が男女共同参画の視点から協力し合い、未来を担うこどもを育てることができるよう、保護者

等に対して学習機会や情報を提供します。 

主な取組（事業名） 取組内容（事業内容） 

小中学生向け男女共同参画啓発用冊子

の作成 

【男女共同参画課】 

※再掲 

啓発用冊子を市内の全小学校の 5 年生、全中学校の 2 年生に配布し、授

業やホームルームの時間を通じて活用することで、男女共同参画につい

て、若年層からの意識啓発を図る。 

男女共同参画啓発リーフレットの作成 

【男女共同参画課】 

※再掲 

男女が互いに尊重し合い、性別にかかわらず個性と能力を発揮できる社

会の実現を目指すためのリーフレットを作成し、啓発する。 

男性向け家庭生活・地域活動への参画

啓発用リーフレットの作成 

【男女共同参画課】 

男性の家事や育児、介護、地域活動への参画を促すため、啓発用リーフ

レットを作成し、保育園や子育てオープンスペースなど、こどもがいる

世帯の方が手に取りやすい場所を中心に配布する。 

 

 

（3）性や健康に関する教育・啓発の推進 

こどもたちが自分自身の身体や性について正しい知識を持ち、健やかに成長していくためには、年

齢や発達段階に応じた性教育が重要です。性感染症に関する知識や、望まない妊娠を防ぐための情報

提供を含め、命の大切さを伝える教育の推進、関係機関の連携強化による効果的な思春期保健対策の

推進など、学校や家庭における性に関する教育の一層の充実を図ります。 

主な取組（事業名） 取組内容（事業内容） 

性感染症予防事業 

【健康推進課】 

性感染症予防のための知識や感染予防策の普及啓発を図る。 

思春期保健教育 

【健康教育課】 

※再掲 

学校において、学習指導要領に基づき、体育科等の保健学習の時間を通

じて、発達段階に応じた学習を実施する。 
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基本施策５ 平和の発信と国際理解・国際協力の推進 

（1）国際社会の動向への理解の推進 

世界の女性の状況など男女共同参画に関する情報の収集や提供、国際社会の動向についての理解の

促進を図ります。 

主な取組（事業名） 取組内容（事業内容） 

男女共同参画センターにおける学習・

研修の支援 

【広島市男女共同参画推進センター】 

広島市男女共同参画推進センター（ゆいぽーと）において、世界の女性

の状況など男女共同参画に関する書籍や学習の場を提供し、国際社会の

動向に関する学習・研修を支援する。 

 

 

（2）男女共同参画の視点からの国際交流・協力、平和活動の推進 

ＮＰＯや市民グループ等による国際交流・協力、平和などの活動を支援します。 

また、外国人市民と互いの文化や生活の理解が進むよう多文化共生意識の醸成に取り組みます。 

主な取組（事業名） 取組内容（事業内容） 

ヒロシマ平和の灯のつどい 

【男女共同参画課】 

女性団体などからなる「広島市女性団体連絡会議（広島ＷＥＮＥＴ）」

主催（本市共催）。核兵器廃絶と世界恒久平和の願いを「平和の灯」に

託し、原爆犠牲者のご冥福を祈る催しと合わせて被爆者の証言を聞く会

を毎年 7 月 31 日に実施し、女性団体や一般市民のほか、平和記念公園へ

の来訪者も参加する活動を支援する。 

国際女性デーひろしま 

【男女共同参画課】 

女性団体などからなる「国際女性デーひろしま実行委員会」が主催。毎

年 3 月 8 日の「国際女性デー」に合わせ、男女共同参画推進に向けた講

演や展示、パレードなどを行う活動を支援する。 

国際フェスタの開催 

【国際化推進課】 

※再掲 

広島市内の国際交流・協力団体の連携を強化するとともに、市民参加型

事業を行い、市民に国際交流・協力活動に親しみ、関心を高めてもら

う。 

留学生会館まつりの開催 

【国際化推進課】 

※再掲 

広島市留学生会館に居住している留学生とその家族を中心に留学生会館

まつりを開催し、市民と留学生の交流、多文化共生及び異文化理解を促

進する。 

多文化共生・国際交流補助金交付事業 

【国際化推進課】 

広島平和文化センターにおいて、広島市内で、多文化共生及び国際交

流・協力に関する活動を行う団体を育成・振興するため、広島市内や外

国で行われる多文化共生及び国際交流・協力に関する事業に補助金を交

付する。 
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３ 施策の指標一覧 

 

 
 

指  標 
現状値 

（R6 年度） 
目標値 

基本方針１ あらゆる分野における政策・方針の立案及び決定への女性の参画の拡大 

審議会委員における女性の割合を増やす 32.1% 40.0% 

市職員の管理職における女性の割合を増やす 19.0% 

広島市職員の女性活

躍・子育て支援推進

プランの次期計画で

定める数値 

地域防災リーダーにおける女性の割合を増やす 23.3% 25.2% 

 

指  標 
現状値 

（R6 年度） 
目標値 

基本方針２ 働く場における男女共同参画の推進と職業生活と家庭生活等の両立 

民間企業（従業員数が 101 人以上の企業）における女性管理職の割合を増やす 11.5% 
国計画で定
める目標値 

男女共同参画に積極的に取り組む事業者の数を増やす 

（広島市男女共同参画推進事業者表彰の表彰事業者数） 
77 社 95 社 

市内の「えるぼし」認定企業数を増やす 21 社 50 社 

企業における男女間賃金格差の解消を図る 

（広島県内の企業における所定内給与額の男女間格差） 
77.7% 80.0% 

民間企業における男性の育児休業取得率を上げる 
51.4% 

（R5 年度） 

国計画で定
める目標値 

市内の「くるみん」認定企業数を増やす 43 社 86 社 

市の男性職員の育児休業取得率を上げる 

市長事務部局等：市長事務部局、市選挙管理委員会事務局、人事委員会事務局、監査事務局、

農業委員会事務局、議会事務局 

その他局：消防局、水道局、教育委員会 

市長事務部
局等：
68.6％ 

その他局： 
41.4％ 

市長事務部
局等：

85.0％以上 
その他局： 
50.0％以上 

放課後児童クラブ待機児童の解消を図る 47 人 0 人 

 

指  標 
現状値 

（R6 年度） 
目標値 

基本方針３ 安心して暮らせる社会の実現 

ＤＶセンターにおける出張相談の件数を増やす 

（ＤＶセンターで受けた相談のうち、出張相談や関係機関（関係部署）へ同行支援した件数 

（年間）） 

77 件 150 件 

経済的な自立に向けて就業したひとり親世帯を増やす 

（母子家庭等就業・自立支援センター、就労支援窓口及びＳＮＳ等を活用したオンライン就業支

援事業において職業紹介を受けた者並びに高等職業訓練促進給付金及び自立支援教育訓練給付金

の受給者のうち、就業した者の割合） 

73.6% 80.0％ 

がん検診の受診率を上げる 

子宮頸がん： 
43.0% 

乳がん： 
45.4% 

（R4 年度） 

子宮頸がん： 
60.0% 

乳がん：60.0% 

20～70 歳の女性の骨粗しょう症検診受診率を上げる 5.1% 15.0% 

施策の指標 
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指  標 
現状値 

（R6 年度） 
目標値 

基本方針４ 性犯罪・性暴力を始めあらゆる暴力の根絶と被害者への支援 

ＤＶの相談窓口を知っている人の割合を増やす 
女性：49.5% 
男性：45.2% 

女性：60.0% 
男性：55.0% 

｢デートＤＶ」の言葉と内容を知っている若者の割合を増やす 52.8% 60.0% 

ＤＶの相談件数を増やす 1,058 件 1,500 件 

 

指  標 
現状値 

（R6 年度） 
目標値 

基本方針５ 男女の人権を尊重する市民意識の醸成 

社会全体でみた場合の男女の地位が平等になっていると感じる男女それぞれの割合を

増やす 

女性：8.6% 
男性：14.7% 

計画策定時

（R7）の実績

値以上 

固定的な性別役割分担意識を持たない男女それぞれの割合を増やす 
女性：76.7% 
男性：63.2% 

計画策定時

（R7）の実績

値以上 

全ての人の人権を大切にし、それを日常生活の中で態度や行動に表している市民の割

合を増やす 
75.0% 80.0% 

男女共同参画推進センターで開催される講座の参加者数を増やす 

（年間の講座の人数） 
477 人 600 人 

 

 

 

 

以下の項目については、定期的に状況確認を行うこととする。 

項  目 
現状値 

（R6 年度） 

市立学校教員の管理職における女性の割合 39.9% 

保育園等入園待機児童数 0 人 

｢性的マイノリティ」の言葉と内容を知っている人の割合を増やす  64.6% ※1 

ＤＶの相談者数（実人数） 503 人 

ＤＶの相談件数（延べ件数） 1,058 件 

男女共同参画推進センター利用者の満足度 94.4% 

 ※1 「ＬＧＢＴ」の言葉と内容を知っている人の割合 

 

 

 

 

 

参考値 
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第３章 計画の推進体制 

 
男女共同参画の推進に係る施策は広範囲にわたるため、全庁的に推進していく必要があります。また、

「働き方改革推進・働く女性応援会議ひろしま」への参画による国、県、経済団体等との連携、学識経験

者等によって構成される「広島市男女共同参画審議会」などの会議の活用、「広島市男女共同参画推進セ

ンター」や「広島市男女共同参画推進員」との連携・協力などによる取組の展開が必要となります。 

 

 

 

 

１ 広島市男女共同参画推進本部 

  市長をトップとして、全ての局・区長等で構成する「広島市男女共同参画推進本部」により、男女共

同参画社会の形成の促進に関する施策の総合的かつ効果的な推進を図ります。 

 

２ 横断的な取組の推進 

案件に応じて、各種会議等を活用し、連携を図りながら、横断的な取組を推進し、諸問題に対応しま

す。 

 

３ 広島市男女共同参画基本計画の進行管理 

毎年度、施策の指標の達成状況の把握や施策の推進状況を掲載した年次報告書を作成し、男女共同参

画の推進状況、施策の実施状況を公表します。 

 

４ 職員一人一人による男女共同参画の実践 

性別に関わりなく、職員の多様な個性と能力が発揮できる職場環境づくりを進めるとともに、男女共

同参画についての理解を深め、その意識を養う研修を定期的に開催することで、職員一人一人が、職場

で施策を推進するときはもとより、家庭・地域などにおいても、率先垂範して男女共同参画を実践して

いきます。 

 

 

 

 

１ 働き方改革推進・働く女性応援会議ひろしま 

  国、県、市などの行政機関、経済団体・労働団体等が一体となって、女性が活躍できる環境の整備や

仕事と家庭の両立に向けた取組などの推進を図ります。 

 

 

  

庁内推進体制 

国、県、経済団体等との連携 
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１ 広島市男女共同参画審議会 

  市長の諮問機関であり、男女共同参画に関する学識経験者や公募委員などにより構成する「広島市男

女共同参画審議会」において、男女共同参画の施策の進捗状況などを検証し評価するなど、その機能を

発揮します。 

 

２ 広島市男女共同参画推進連携会議 

事業者や有識者等で構成する「広島市男女共同参画推進連携会議」において、市が行う男女共同参画

に関する事業についての意見交換などを行い、職場や家庭、地域における男女共同参画の取組の推進に

寄与します。 

 

 

 

 

１ 広島市男女共同参画推進センター 

  男女共同参画を推進する拠点施設である「広島市男女共同参画推進センター」において、その運営主

体となる指定管理者と連携を図りながら、積極的な事業を展開します。 

 

２ 広島市男女共同参画推進員 

男女共同参画について、広く市民の理解を得るため、「広島市男女共同参画推進員」を養成・登録

し、広島市男女共同参画推進センター等と連携して、男女共同参画に関する市民の学習の支援をはじ

め、地域などで男女共同参画を推進するための活動を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施策等の審議・意見交換 

市民等の参画の推進 

広島市男女共同参画推進センター（ゆいぽーと）について 

広島市男女共同参画推進センター（ゆいぽーと）は、

平成 24年（2012年）に、男女共同参画を推進するため

に設置された市の施設です。 

男女の人権が尊重され、男女が対等なパートナーとし

て責任を分かち合い、個性や能力を発揮できる社会をめ

ざす広島市の拠点施設として、男女共同参画に関する普

及啓発、講座の開催、相談、調査研究、情報の収集及び

提供、活動及び交流の場の提供など、様々な事業を展開

しています。 

所在地：広島市中区大手町 5丁目 6番 9号 

電 話：082-248-3320 ＦＡＸ：082-248-4476 

ＵＲＬ：https://www.yui-port.city.hiroshima.jp/ 

https://www.yui-port.city.hiroshima.jp/
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＜男女共同参画推進体制＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

庁内推進体制 

■広島市男女共同参画推進本部 

本部長：市長 

副本部長：副市長 

構成員：各局・区長等 

幹事会 

 幹事長：市民局人権啓発部長 

 副幹事長：男女共同参画課長 

 構成員：各局・区等庶務担当課長ほか 

■各局・区 

各種会議等 

■男女共同参画課 

・男女共同参画の推進に係る企画調整 

・男女共同参画基本計画の立案・推進、進行管理 

・施策の推進状況の把握 

推進状況報告・指示決定 

連携調整・推進状況報告 

施策連携 

施策等の審議・意見交換 連携による施策推進 市民等の参画の推進 

働き方改革推進・働く女性 

応援会議ひろしま 

広島市男女共同参画審議会 

広島市男女共同参画推進 

連携会議 

広島市男女共同参画推進 

センター 

広島市男女共同参画推進員 
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